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パリ不戦条約の成立とイギリス外交、一九二八年
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一
　
は
じ
め
に

　
本
稿
は
一
九
二
八
年
八
月
に
成
立
し
た
パ
リ
不
戦
条
約
へ
の
参
加
表
明
に
至
る
イ
ギ
リ
ス
の
政
策
決
定
過
程
を
分
析
し
、
同
条
約
に
関

す
る
対
外
的
懸
念
が
存
在
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
調
印
を
最
終
的
に
決
定
し
た
の
か
と
い
う
問
い
に
答
え

る
も
の
で
あ
る
。

　
国
家
が
個
別
的
利
害
に
基
づ
い
て
行
う
戦
争
を
一
般
的
に
禁
止
し
た
パ
リ
不
戦
条
約
（
正
式
名
称
は
「
国
策
の
手
段
と
し
て
の
戦
争
抛
棄
に

関
す
る
条
約
（Treaty for the Renunciation of W

ar as an Instrum
ent of N

ational Policy

）」、
以
下
で
は
便
宜
上
「
不
戦
条
約
」
と
略
記
）
は
、

一
九
二
八
年
八
月
二
七
日
、
フ
ラ
ン
ス
外
務
省
に
参
集
し
た
英
米
仏
独
伊
日
ら
一
五
カ
国
の
代
表
に
よ
っ
て
調
印
さ
れ
、
第
二
次
世
界
大

戦
の
開
始
ま
で
に
は
締
約
国
数
は
六
三
に
上
っ
た
。
第
一
条
に
は
締
約
国
が
国
策
の
手
段
と
し
て
の
戦
争
を
相
互
に
放
棄
す
る
旨
を
各
国

人
民
の
名
に
お
い
て
厳
粛
に
宣
言
す
る
こ
と
が
、
第
二
条
に
は
締
約
国
間
に
発
生
し
う
る
一
切
の
紛
争
の
処
理
ま
た
は
解
決
を
、
そ
の
性

質
あ
る
い
は
起
因
の
如
何
を
問
わ
ず
、
平
和
的
手
段
に
よ
る
以
外
に
は
求
め
な
い
こ
と
が
規
定
さ
れ
た
。
ま
た
前
文
に
は
、
自
国
の
利
害

増
進
を
目
的
と
し
て
戦
争
に
訴
え
る
締
約
国
に
は
、
同
条
約
の
供
与
す
る
利
益
は
拒
否
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
記
さ
れ（
1
）た。

　
こ
れ
ま
で
多
く
の
国
際
法
学
者
が
指
摘
し
て
き
た
よ
う
に
、
違
反
国
に
対
す
る
制
裁
規
定
の
欠
如
や
勢
力
圏
を
め
ぐ
る
締
約
国
の
留
保
、

あ
る
い
は
国
際
法
上
「
戦
争
」
に
分
類
さ
れ
な
い
（
た
と
え
ば
開
戦
宣
言
等
の
戦
意
表
明
を
伴
わ
な
い
）
武
力
行
使
が
合
法
と
主
張
さ
れ
る
可

能
性
な
ど
、
不
戦
条
約
は
戦
争
防
止
の
実
効
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
は
多
く
の
欠
陥
を
内
包
し
て
い（
2
）た。
外
交
史
家
の
間
で
も
、
一
九
三

〇
年
代
に
入
っ
て
満
洲
事
変
や
エ
チ
オ
ピ
ア
戦
争
、
日
中
戦
争
の
よ
う
な
武
力
に
よ
る
現
状
変
更
の
試
み
が
続
発
し
た
事
実
を
も
っ
て
、

不
戦
条
約
が
国
際
関
係
を
規
制
す
る
手
段
と
し
て
ほ
と
ん
ど
価
値
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
議
論
は
少
な
く
な（
3
）い。

　
だ
が
他
方
に
お
い
て
、
不
戦
条
約
は
戦
争
の
開
始
に
手
続
き
上
の
制
約
を
課
し
た
国
際
連
盟
規
約
と
と
も
に
、
戦
争
違
法
化
の
側
面
か
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ら
戦
間
期
国
際
秩
序
を
構
成
す
る
重
要
な
取
決
め
で
も
あ
っ（
4
）た。
そ
も
そ
も
第
一
次
世
界
大
戦
前
夜
ま
で
の
国
際
関
係
に
支
配
的
だ
っ
た

い
わ
ゆ
る
無
差
別
戦
争
観
の
下
、
戦
争
は
主
権
国
家
に
固
有
か
つ
究
極
の
権
利
と
し
て
国
際
法
上
合
法
と
認
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
一

九
世
紀
を
通
じ
て
軍
事
技
術
は
長
足
の
進
歩
を
遂
げ
、
主
要
大
国
で
は
国
民
全
体
を
戦
争
に
動
員
し
う
る
政
治
経
済
体
制
が
整
い
つ
つ

あ
っ
た
結
果
、
一
九
一
四
年
に
勃
発
し
た
第
一
次
大
戦
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
未
曾
有
の
物
理
的
被
害
を
も
た
ら
し（
5
）た。
こ
う
し
て
大
戦
後
に

は
戦
争
を
い
か
に
防
止
す
る
か
が
、
政
治
家
ば
か
り
で
な
く
学
者
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
と
っ
て
も
喫
緊
に
取
り
組
む
べ
き
課
題
と
な
っ

た
の
で
あ（
6
）る。

　
戦
争
を
規
制
す
る
に
せ
よ
一
般
的
に
禁
止
す
る
に
せ
よ
、
一
九
二
〇
年
代
前
半
の
外
交
的
成
果
と
し
て
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
一
九

年
に
締
結
さ
れ
た
国
際
連
盟
規
約
で
あ
ろ
う
。
戦
争
は
同
規
約
に
お
い
て
締
約
国
全
体
の
関
心
事
で
あ
る
と
さ
れ
、
紛
争
の
平
和
的
解
決

に
背
い
た
締
約
国
は
理
事
会
の
決
定
に
基
づ
き
制
裁
の
対
象
と
な
る
旨
が
規
定
さ
れ
た
。
一
方
、
同
規
約
は
そ
れ
ま
で
国
際
法
上
容
認
さ

れ
て
き
た
戦
争
の
自
由
を
全
面
的
に
否
認
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
連
盟
加
盟
国
と
い
え
ど
も
特
定
の
状
況
で
は
戦
争
に
訴
え
る
こ
と
が
依

然
と
し
て
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
二
三
年
に
は
相
互
援
助
条
約
案
、
翌
二
四
年
に
は
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
議
定
書
と
（
侵
略
）
戦
争
の
合
法
性

を
原
則
と
し
て
否
認
す
る
取
決
め
が
連
盟
に
提
出
さ
れ
た
が
、
い
ず
れ
も
批
准
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
大
戦
後
の
戦
争
違
法

化
の
歩
み
は
一
進
一
退
で
あ
っ
た
が
、
二
八
年
の
不
戦
条
約
の
成
立
に
よ
っ
て
戦
争
は
い
よ
い
よ
一
般
的
に
禁
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ（
7
）た。

　
し
か
し
考
え
て
み
る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
国
際
関
係
で
は
戦
争
を
合
法
と
み
な
す
の
が
長
ら
く
一
般
的
だ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
時

の
主
要
大
国
が
戦
争
放
棄
を
謳
う
条
約
に
揃
っ
て
調
印
で
き
た
こ
と
は
不
思
議
な
話
で
は
あ
る
。
中
で
も
第
一
次
大
戦
後
に
お
け
る
大
国

の
筆
頭
格
で
あ
っ
た
イ
ギ
リ
ス
は
、
帝
国
お
よ
び
自
治
領
が
有
す
る
巨
大
な
陸
軍
兵
力
に
加
え
、
ジ
ブ
ラ
ル
タ
ル
・
ハ
リ
フ
ァ
ク
ス
・
メ

ル
ボ
ル
ン
・
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
と
い
っ
た
戦
略
基
地
を
拠
点
に
、
ほ
と
ん
ど
あ
ら
ゆ
る
地
域
の
海
上
交
通
路
を
保
護
す
る
こ
と
の
で
き
る
世

界
最
大
級
の
巡
洋
艦
隊
を
有
し
て
い
た
。
か
く
も
グ
ロ
ー
バ
ル
に
展
開
し
う
る
強
大
な
軍
事
力
を
備
え
た
イ
ギ
リ
ス
は
、
何
の
躊
躇
も
な

く
不
戦
条
約
を
調
印
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
イ
ギ
リ
ス
外
交
史
の
先
行
研
究
を
ひ
も
解
い
て
み
る
と
、
一
九
二
八
年
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当
時
の
イ
ギ
リ
ス
が
直
面
し
た
二
つ
の
具
体
的
障
害
が
浮
か
び
上
が
る
。

　
第
一
の
障
害
は
、
イ
ギ
リ
ス
が
抱
え
る
条
約
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
第
二
次
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
（Stanley Baldw

in

）
内
閣
の

対
米
政
策
を
多
面
的
に
分
析
し
た
マ
ッ
カ
ー
チ
ャ
ー
（B.J.C. M

cKercher

）
は
、
連
盟
規
約
と
ロ
カ
ル
ノ
条
約
に
定
め
ら
れ
た
イ
ギ
リ
ス

の
軍
事
援
助
が
不
戦
条
約
に
抵
触
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
外
務
省
内
の
不
安
を
指
摘
し
て
い（
8
）る。
外
相
チ
ェ
ン
バ
レ
ン 

（Sir Austen Cham
berlain

）
の
不
戦
条
約
に
対
す
る
態
度
を
実
証
し
た
ジ
ョ
ン
ソ
ン
（G

aynor Johnson

）
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
安
全
保
障
の

要
で
あ
る
ロ
カ
ル
ノ
条
約
の
軍
事
的
効
力
を
減
じ
な
い
こ
と
が
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
の
主
た
る
関
心
で
あ
っ
た
と
論
じ
て
い（
9
）る。

　
イ
ギ
リ
ス
に
と
っ
て
不
戦
条
約
に
調
印
す
る
際
の
第
二
の
障
害
は
、
帝
国
防
衛
で
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
が
不
戦
条
約
へ
の
参
加
表
明
に

時
間
を
か
け
す
ぎ
た
と
す
る
ト
ム
ズ
（Jason H

. Tom
es

）
に
よ
れ
ば
、
そ
の
原
因
は
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
外
相
が
英
領
イ
ン
ド
な
ら
び
に
イ

ギ
リ
ス
か
ら
イ
ン
ド
に
至
る
海
上
交
通
路
（
エ
ン
パ
イ
ア
・
ル
ー
ト
）
の
安
全
を
維
持
す
る
た
め
の
武
力
行
使
を
懸
念
し
た
こ
と
で
あ
っ
）
10
（

た
。

第
一
次
大
戦
後
の
国
際
秩
序
形
成
に
お
け
る
英
米
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
描
い
た
コ
ー
ズ
（Patrick Cohrs

）、
な
ら
び
に
チ
ェ
ン
バ
レ
ン

外
相
の
五
年
弱
に
わ
た
る
外
交
指
導
を
多
面
的
に
検
証
し
た
グ
レ
イ
ソ
ン
（Richard G

rayson

）
も
ま
た
、
帝
国
を
守
る
た
め
の
武
力
行

使
を
断
念
す
る
こ
と
へ
の
不
安
が
一
九
二
八
年
春
の
外
務
省
内
に
は
見
ら
れ
た
と
論
じ
て
い
）
11
（
る
。

　
こ
の
よ
う
に
先
行
研
究
で
は
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
不
戦
条
約
を
打
診
さ
れ
た
当
初
、
イ
ギ
リ
ス
が
同
条
約
の
調
印
に
二
の
足
を
踏
ん
で
い

た
こ
と
、
ま
た
イ
ギ
リ
ス
の
慎
重
な
姿
勢
の
裏
に
は
既
存
の
条
約
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
や
帝
国
防
衛
に
関
す
る
考
慮
が
働
い
て
い
た
こ
と
が

明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
。
だ
が
イ
ギ
リ
ス
は
最
終
的
に
は
一
九
二
八
年
八
月
に
不
戦
条
約
の
原
署
名
国
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
、
右
に
挙

げ
た
よ
う
な
対
外
的
懸
念
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
同
条
約
へ
の
参
加
を
表
明
で
き
た
の
か
と
い
う
問
題
に
、
先
行
研

究
は
明
確
な
解
答
を
与
え
て
い
な
い
。

　
そ
こ
で
本
稿
は
外
務
省
文
書
や
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
個
人
文
書
の
み
な
ら
ず
、
先
行
研
究
が
ほ
と
ん
ど
用
い
て
こ
な
か
っ
た
内
閣
閣
議
録
そ

の
他
の
未
公
刊
史
料
に
基
づ
き
、
一
九
二
八
年
の
イ
ギ
リ
ス
政
府
が
不
戦
条
約
へ
の
参
加
を
最
後
ま
で
た
め
ら
っ
た
理
由
を
特
定
す
る
と
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と
も
に
、
そ
れ
で
も
な
お
彼
ら
が
同
条
約
の
調
印
を
決
意
す
る
決
め
手
と
な
っ
た
要
因
に
つ
い
て
実
証
す
る
。

二
　
不
戦
条
約
の
直
接
的
起
源

　
事
の
発
端
は
一
九
二
七
年
四
月
六
日
、
フ
ラ
ン
ス
外
相
ブ
リ
ア
ン
（Aristide Briand

）
が
ア
メ
リ
カ
国
民
に
宛
て
て
発
表
し
た
談
話
で

あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
が
ド
イ
ツ
に
宣
戦
し
て
か
ら
ち
ょ
う
ど
一
〇
年
と
い
う
節
目
の
日
に
、
米
仏
二
国
間
に
よ
る
不
戦
条
約
が
提
案
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
ブ
リ
ア
ン
は
米
仏
が
先
の
大
戦
で
自
由
と
正
義
の
た
め
に
共
闘
し
た
経
験
に
触
れ
な
が
ら
、
両
国
の
平
和
的
意
志
が
い
さ

さ
か
も
衰
え
て
い
な
い
こ
と
の
証
明
と
し
て
、「
ア
メ
リ
カ
と
戦
争
を
相
互
に
違
法
化
す
る
取
決
め
（an engagem

ent w
ith Am

erica 

m
utually outlaw

ing w
ar

）」
を
結
ぶ
用
意
が
あ
る
と
明
ら
か
に
し
）
12
（

た
。
そ
し
て
六
月
二
一
日
に
は
、
後
に
成
立
す
る
不
戦
条
約
と
ほ
ぼ
同

内
容
の
米
仏
友
好
条
約
草
案
が
、
フ
ラ
ン
ス
政
府
よ
り
ア
メ
リ
カ
政
府
に
正
式
に
通
達
さ
れ
）
13
（
た
。

　
米
仏
条
約
草
案
を
受
け
取
っ
た
ア
メ
リ
カ
国
務
省
は
、
ブ
リ
ア
ン
の
一
連
の
動
き
を
警
戒
し
て
い
た
。
西
欧
部
長
マ
リ
ナ
ー 

（J. Theodore M
arriner

）
は
、
ア
メ
リ
カ
が
か
か
る
米
仏
条
約
に
調
印
す
れ
ば
今
後
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
戦
争
で
中
立
を
保
つ
こ
と
が
困
難
に

な
る
と
し
て
、
孤
立
主
義
の
伝
統
と
い
う
観
点
か
ら
懸
念
を
表
し
）
14
（

た
。
国
務
長
官
ケ
ロ
ッ
グ
（Frank B. Kellogg

）
も
マ
リ
ナ
ー
の
懸
念

を
共
有
す
る
と
と
も
に
、
い
く
ら
戦
争
を
違
法
化
し
た
と
こ
ろ
で
、
国
際
紛
争
を
平
和
的
に
解
決
す
る
た
め
の
手
続
き
が
確
立
さ
れ
な
い

限
り
効
果
は
な
い
で
あ
ろ
う
と
指
摘
し
た
。
こ
の
時
ケ
ロ
ッ
グ
は
、
国
家
が
戦
争
放
棄
を
誓
約
す
る
だ
け
で
戦
争
を
防
止
で
き
る
と
は
考

え
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。「
戦
争
を
も
た
ら
す
諸
問
題
を
処
理
す
る
仕
組
み
が
な
い
の
に
、
戦
争
を
し
な
い
と
い
う
条
約
を
結
ぶ
目

的
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
）
15
（
か
」。
ア
メ
リ
カ
政
府
は
米
仏
条
約
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ス
政
府
と
の
交
渉
を
、
し
ば
し
棚
上
げ
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。

　
そ
の
後
、
フ
ラ
ン
ス
政
府
が
米
仏
条
約
草
案
を
提
示
し
て
か
ら
約
半
年
後
の
一
二
月
二
八
日
、
ア
メ
リ
カ
政
府
は
同
案
に
関
す
る
公
式
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見
解
を
よ
う
や
く
示
し
た
。
こ
の
中
で
ケ
ロ
ッ
グ
国
務
長
官
は
世
界
の
主
要
国
す
べ
て
が
参
加
す
る
不
戦
条
約
を
逆
提
案
し
て
い
た
。
ケ

ロ
ッ
グ
曰
く
、
米
仏
が
長
い
歴
史
の
中
で
育
ん
で
き
た
友
好
関
係
に
鑑
み
れ
ば
、
現
在
の
国
際
平
和
に
必
要
な
の
は
米
仏
二
国
間
で
な
く

多
国
間
の
不
戦
条
約
で
あ
り
、
か
か
る
条
約
締
結
の
た
め
で
あ
れ
ば
ア
メ
リ
カ
政
府
は
フ
ラ
ン
ス
政
府
と
協
力
す
る
用
意
が
あ
っ
）
16
（
た
。
こ

う
し
て
一
九
二
七
年
末
、
不
戦
条
約
は
米
仏
間
に
留
ま
ら
ず
、
イ
ギ
リ
ス
や
他
の
主
要
大
国
に
も
関
わ
る
国
際
的
課
題
と
な
っ
た
の
で
あ

る
。

　
イ
ギ
リ
ス
政
府
の
元
に
多
国
間
不
戦
条
約
案
の
第
一
報
が
届
い
た
の
は
、
年
が
明
け
て
一
九
二
八
年
一
月
二
日
の
こ
と
だ
っ
）
17
（
た
。
ケ

ロ
ッ
グ
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
に
対
し
、
外
務
省
で
は
米
州
局
二
等
書
記
官
ト
ン
プ
ス
ン
（G

eoffrey Thom
pson

）
か
ら
米
州
局
長
ヴ
ァ
ン

シ
ッ
タ
ー
ト
（Robert Vansittart
）、
副
外
務
次
官
ウ
ェ
ル
ズ
リ
ー
（Sir V

ictor W
ellesley

）、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
外
相
に
至
る
ま
で
が
、
何

と
も
コ
メ
ン
ト
の
し
よ
う
が
な
い
と
同
一
の
反
応
を
示
し
）
18
（

た
。
そ
し
て
一
月
二
四
日
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
外
相
は
ケ
ロ
ッ
グ
か
ら
提
示
さ
れ

た
多
国
間
不
戦
条
約
案
を
内
閣
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
以
上
の
よ
う
な
外
務
省
内
の
反
応
を
踏
ま
え
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
が
同
案
に
つ
い

て
公
式
見
解
を
表
明
す
る
の
は
現
段
階
で
は
見
送
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
）
19
（
た
。

　
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
お
よ
び
外
務
省
が
不
戦
条
約
に
つ
い
て
様
子
見
の
姿
勢
を
選
ん
だ
の
に
は
、
米
仏
い
ず
れ
も
一
九
二
八
年
一
月
の
段
階

で
イ
ギ
リ
ス
政
府
の
正
式
な
参
加
を
要
請
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
と
の
事
情
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
だ
が
よ
り
重
要
な
理
由
と
し

て
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
と
外
務
省
は
不
戦
条
約
案
が
も
た
ら
す
深
刻
な
ジ
レ
ン
マ
に
直
面
し
た
た
め
、
同
条
約
に
参
加
す
る
こ
と
の
是
非
を

即
断
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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三
　
イ
ギ
リ
ス
の
直
面
し
た
ジ
レ
ン
マ

㈠
　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
お
よ
び
帝
国
に
関
わ
る
軍
事
行
動
の
可
能
性

　
ま
ず
外
務
省
が
不
戦
条
約
へ
の
参
加
を
直
ち
に
容
認
で
き
な
か
っ
た
の
は
、
同
条
約
の
下
で
締
約
国
が
放
棄
す
る
「
国
策
の
手
段
と
し

て
の
」
戦
争
が
何
を
意
味
す
る
の
か
、
そ
の
定
義
が
不
明
瞭
だ
っ
た
か
ら
だ
。
ケ
ロ
ッ
グ
国
務
長
官
は
自
ら
の
提
案
に
お
い
て
自
衛
権
の

行
使
を
禁
じ
る
つ
も
り
は
な
い
こ
と
を
イ
ギ
リ
ス
政
府
に
早
々
に
説
明
し
て
い
た
。
二
月
二
日
、
駐
米
大
使
ハ
ワ
ー
ド
（Sir Esm

e 

H
ow

ard

）
か
ら
戦
争
放
棄
条
項
に
は
防
衛
の
た
め
の
戦
争
も
含
ま
れ
る
の
か
と
尋
ね
ら
れ
た
ケ
ロ
ッ
グ
は
、
明
確
に
次
の
よ
う
に
答
え

て
い
る
。「
も
ち
ろ
ん
含
ま
れ
ま
せ
ん
。
い
か
な
る
国
家
も
他
国
の
攻
撃
か
ら
身
を
守
る
権
利
を
手
放
す
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
か
）
20
（
ら
」。

し
か
し
第
一
次
大
戦
後
の
イ
ギ
リ
ス
政
府
に
は
、
連
合
王
国
の
防
衛
以
外
に
も
軍
事
力
を
用
い
る
可
能
性
が
大
き
く
分
け
て
二
つ
存
在
し
、

そ
う
し
た
場
合
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
行
動
が
不
戦
条
約
違
反
に
該
当
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
の
不
安
が
外
務
省
内
で
は
頭
を
も
た
げ

て
い
た
。

　
外
務
省
に
と
っ
て
第
一
の
不
安
は
、
イ
ギ
リ
ス
が
有
す
る
条
約
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
に
関
連
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
外
務
次
官
テ
ィ
レ
ル

（Sir W
illiam

 Tyrrell

）
が
案
じ
た
よ
う
に
、
不
戦
条
約
に
調
印
し
た
ら
イ
ギ
リ
ス
が
国
際
連
盟
規
約
な
ら
び
に
ロ
カ
ル
ノ
条
約
下
で
負
っ

て
い
る
軍
事
援
助
ま
で
禁
止
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
の
不
安
で
あ
）
21
（

る
。
イ
ギ
リ
ス
が
一
九
一
九
年
に
調
印
し
た
連
盟
規
約
で
は
、
締

約
国
が
国
際
平
和
を
保
全
す
る
た
め
に
「
適
当
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る
措
置
」
を
と
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
（
一
一
条
）、
具
体
的
に
は

戦
争
に
訴
え
た
締
約
国
と
の
経
済
関
係
の
断
絶
の
み
な
ら
ず
、
違
反
国
へ
の
軍
事
制
裁
が
理
事
会
に
よ
っ
て
検
討
さ
れ
る
可
能
性
も
存
在

し
た
（
一
六
）
22
（
条
）。
ま
た
二
五
年
一
〇
月
に
成
立
し
た
ロ
カ
ル
ノ
条
約
で
は
西
欧
の
領
土
的
現
状
、
つ
ま
り
ド
イ
ツ
の
西
部
国
境
な
ら
び

に
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
非
武
装
化
の
「
明
白
な
（flagrant

）」
侵
犯
に
対
し
、
連
盟
理
事
会
に
よ
る
制
裁
の
決
定
を
待
つ
間
、
イ
ギ
リ
ス
お
よ
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び
イ
タ
リ
ア
が
原
状
回
復
の
た
め
の
軍
事
援
助
を
与
え
る
と
規
定
さ
れ
て
い
）
23
（
た
。

　
連
盟
規
約
も
ロ
カ
ル
ノ
条
約
も
集
団
安
全
保
障
に
基
づ
く
多
国
間
枠
組
み
で
あ
り
、
違
反
国
に
は
他
の
締
約
国
が
制
裁
を
加
え
る
こ
と

で
秩
序
を
維
持
す
る
と
の
趣
旨
で
あ
っ
た
か
ら
、
制
裁
の
実
効
性
を
高
め
る
軍
事
大
国
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
は
上
記
二
つ
の
条
約
に
と
っ

て
き
わ
め
て
重
要
で
あ
っ
た
。
一
九
二
〇
年
代
の
イ
ギ
リ
ス
は
、
第
一
次
大
戦
中
に
ド
イ
ツ
の
海
上
封
鎖
で
大
い
に
威
力
を
発
揮
し
た
ロ

イ
ヤ
ル
・
ネ
イ
ヴ
ィ
ー
に
加
え
、
帝
国
お
よ
び
自
治
領
諸
国
の
豊
富
な
人
的
物
的
資
源
を
備
え
る
一
大
軍
事
大
国
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
う

し
た
イ
ギ
リ
ス
が
二
つ
の
集
団
安
全
保
障
協
定
に
参
加
し
て
い
た
こ
と
で
、
二
〇
年
代
後
半
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
国
際
秩
序
は
大
い
に
安
定
を

得
て
い
た
と
い
え
）
24
（

る
。
当
時
の
外
務
省
内
で
も
、
イ
ギ
リ
ス
に
よ
る
軍
事
援
助
の
信
頼
性
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
安
定
を
下
支
え
し
て
い
る
と

の
感
覚
は
確
か
に
共
有
さ
れ
て
い
た
。
二
六
年
四
月
、
外
務
省
内
で
イ
ギ
リ
ス
の
対
外
政
策
を
概
説
す
る
覚
書
が
作
成
さ
れ
た
が
、
そ
の

末
尾
に
付
さ
れ
た
対
外
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
一
覧
表
で
は
連
盟
規
約
が
重
要
度
に
お
い
て
第
一
位
、
ま
た
ロ
カ
ル
ノ
条
約
は
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ

条
約
の
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
占
領
お
よ
び
非
武
装
化
規
定
に
次
い
で
第
三
位
を
占
め
て
い
）
25
（
た
。
外
務
省
は
不
戦
条
約
の
調
印
に
よ
っ
て
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
国
際
秩
序
を
基
礎
づ
け
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
信
頼
性
が
揺
ら
ぐ
事
態
を
恐
れ
て
い
た
。

　
次
に
外
務
省
が
「
国
策
の
手
段
と
し
て
の
」
戦
争
に
該
当
し
う
る
と
危
惧
し
た
第
二
の
事
例
と
し
て
、
帝
国
を
め
ぐ
る
軍
事
行
動
を
挙

げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ケ
ロ
ッ
グ
の
多
国
間
不
戦
条
約
案
に
目
を
通
し
た
外
務
省
法
律
顧
問
ハ
ー
ス
ト
（Sir Cecil H

urst

）
は
、
帝
国
防

衛
の
観
点
か
ら
イ
ギ
リ
ス
政
府
に
よ
る
同
条
約
の
無
条
件
受
諾
は
難
し
い
で
あ
ろ
う
と
の
見
解
を
示
し
）
26
（
た
。
こ
の
時
ハ
ー
ス
ト
の
念
頭
に

あ
っ
た
の
は
、
イ
ン
ド
そ
の
他
の
直
轄
植
民
地
や
委
任
統
治
領
な
ど
、
イ
ギ
リ
ス
の
支
配
が
歴
史
的
に
定
着
し
て
い
た
り
国
際
条
約
に

よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
た
り
し
て
い
た
地
域
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
地
域
に
隣
接
し
、
か
つ
敵
対
勢
力
の
手
に
落
ち
れ
ば
帝
国
全
体
へ
の
脅

威
と
な
り
う
る
国
家
の
防
衛
で
あ
っ
た
。
そ
の
代
表
例
が
、「
イ
ギ
リ
ス
帝
国
の
王
冠
に
輝
く
宝
石
」
と
言
わ
れ
た
イ
ン
ド
と
北
西
部
で

国
境
を
接
し
、
一
九
二
〇
年
代
を
通
じ
て
ソ
連
と
の
結
び
つ
き
を
強
め
て
い
た
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
で
あ
る
。

　
そ
も
そ
も
イ
ン
ド
は
一
九
二
八
年
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
に
と
っ
て
、
各
種
製
品
の
輸
出
市
場
や
原
材
料
の
輸
入
元
と
い
っ
た
経
済
的
意
義
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も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
ス
エ
ズ
以
東
に
お
け
る
主
要
軍
事
拠
点
と
し
て
の
戦
略
的
意
義
が
重
要
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
大
戦
終
結
後
の

数
年
間
、
エ
ジ
プ
ト
や
イ
ン
ド
、
中
国
な
ど
イ
ギ
リ
ス
帝
国
内
で
は
、
民
族
自
決
を
旗
印
と
す
る
反
植
民
地
主
義
勢
力
の
暴
動
が
頻
発
し

て
お
）
27
（
り
、
こ
う
し
た
状
況
の
中
、
二
〇
年
代
の
イ
ン
ド
軍
は
さ
し
ず
め
帝
国
専
属
の
緊
急
展
開
部
隊
と
い
っ
た
存
在
で
あ
っ
）
28
（
た
。
二
〇
年

初
頭
の
段
階
で
イ
ン
ド
の
陸
上
兵
力
は
エ
ジ
プ
ト
や
パ
レ
ス
チ
ナ
、
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
ほ
か
、
ア
デ
ン
、
セ
イ
ロ
ン
、
マ
ラ
ヤ
に
駐
留
し
、

広
大
な
イ
ギ
リ
ス
帝
国
内
の
治
安
維
持
を
実
質
的
に
担
っ
て
い
た
の
で
あ
）
29
（

る
。

　
こ
の
よ
う
に
イ
ギ
リ
ス
帝
国
の
軍
事
的
支
柱
で
あ
っ
た
イ
ン
ド
の
中
で
、
対
外
的
に
最
も
脆
弱
と
見
ら
れ
た
の
が
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
と

接
す
る
北
西
部
国
境
で
あ
っ
）
30
（

た
。
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
は
一
九
世
紀
か
ら
第
一
次
大
戦
後
に
か
け
て
英
領
イ
ン
ド
お
よ
び
ロ
シ
ア
間
の
緩
衝

地
帯
の
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
が
ロ
シ
ア
の
影
響
下
に
入
ら
な
い
こ
と
は
イ
ギ
リ
ス
の
帝
国
防
衛
に
不
可
欠
の
条
件

で
あ
っ
た
。
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
は
一
八
八
〇
年
、
第
二
次
ア
フ
ガ
ン
戦
争
の
結
果
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
の
保
護
国
と
な
る
も
、
第
一
次
大
戦

終
結
直
後
の
疲
弊
し
た
イ
ギ
リ
ス
駐
留
軍
に
攻
撃
を
仕
掛
け
、
一
九
一
九
年
に
は
イ
ギ
リ
ス
か
ら
の
独
立
を
正
式
に
果
た
し
て
い
た
。
だ

が
そ
の
後
も
イ
ギ
リ
ス
政
府
の
関
心
が
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ロ
シ
ア
は
今
や
世
界
初
の
社
会
主
義
国
家
と

な
っ
て
イ
ギ
リ
ス
帝
国
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
上
の
主
敵
と
み
な
し
、
主
に
経
済
も
し
く
は
技
術
協
力
を
通
じ
て
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
と
の
結
び

つ
き
を
強
め
て
い
た
か
ら
で
あ
）
31
（

る
。

　
ケ
ロ
ッ
グ
国
務
長
官
が
多
国
間
不
戦
条
約
を
提
案
し
た
約
一
カ
月
後
の
一
九
二
八
年
一
月
末
、
主
要
閣
僚
な
ら
び
に
三
軍
指
導
層
が
防

衛
問
題
を
討
議
す
る
帝
国
防
衛
委
員
会
は
、
イ
ン
ド
の
安
全
が
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
独
立
維
持
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
ソ
連
に
よ

る
同
国
へ
の
「
侵
食
（encroachm

ent

）」
は
イ
ギ
リ
ス
帝
国
の
全
般
的
利
益
を
危
険
に
さ
ら
す
で
あ
ろ
う
こ
と
を
確
認
し
、
万
一
の
場
合

に
備
え
て
対
ソ
軍
事
作
戦
の
初
年
度
計
画
を
検
討
す
る
よ
う
参
謀
総
長
ミ
ル
ン
（Sir G

eorge M
ilne

）
に
要
請
し
て
い
）
32
（
た
。
こ
の
よ
う
に

二
八
年
初
頭
の
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
帝
国
の
中
核
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
イ
ン
ド
防
衛
の
た
め
、
す
で
に
保
護
国
の
地
位
を
脱
し
て
い
た
隣
国

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
で
の
軍
事
行
動
を
究
極
的
と
は
い
え
想
定
し
て
い
た
が
ゆ
え
に
、
外
務
省
は
不
戦
条
約
の
調
印
に
二
の
足
を
踏
ま
ざ
る
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を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
イ
ギ
リ
ス
が
不
戦
条
約
に
何
の
わ
だ
か
ま
り
も
な
く
参
加
す
る
に
は
、
締
約
国
が
放
棄
す
る
「
国
策
の
手
段
と
し
て
の
」
戦

争
の
定
義
か
ら
、
連
盟
規
約
お
よ
び
ロ
カ
ル
ノ
条
約
下
の
軍
事
援
助
と
帝
国
に
ま
つ
わ
る
軍
事
行
動
が
何
ら
か
の
形
で
除
外
さ
れ
る
必
要

が
あ
っ
た
。

㈡
　
英
米
関
係
の
改
善
へ
の
期
待

　
と
こ
ろ
が
一
九
二
八
年
初
頭
の
イ
ギ
リ
ス
は
、
以
上
の
よ
う
な
不
安
材
料
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ケ
ロ
ッ
グ
の
不
戦
条
約
案
を
直
ち
に
拒

絶
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
状
況
に
置
か
れ
て
い
た
。
前
年
六
月
に
開
催
さ
れ
た
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
海
軍
軍
縮
会
議
が
失
敗
に
終
わ
っ
た
こ
と
で

英
米
関
係
は
こ
れ
ま
で
に
な
く
悪
化
し
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
外
相
と
外
務
省
は
そ
の
改
善
に
向
け
た
糸
口
を
懸
命
に
探
し
て
い
た
か
ら
で
あ

る
。
二
二
年
の
ワ
シ
ン
ト
ン
海
軍
軍
縮
条
約
で
対
象
外
と
さ
れ
た
補
助
艦
の
保
有
数
を
制
限
す
べ
く
、
英
米
日
三
カ
国
の
代
表
が
ジ
ュ

ネ
ー
ヴ
に
顔
を
揃
え
た
も
の
の
、
主
に
巡
洋
艦
を
め
ぐ
っ
て
英
米
は
合
意
を
見
出
せ
ず
、
同
会
議
は
何
の
成
果
も
残
せ
ぬ
ま
ま
二
七
年
八

月
に
閉
会
と
な
っ
て
い
た
。
ア
メ
リ
カ
は
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
で
定
め
ら
れ
た
英
米
日
の
保
有
比
率
（
五
：
五
：
三
）
を
す
べ
て
の
補
助
艦

に
適
用
す
べ
き
と
主
張
し
た
が
、
イ
ギ
リ
ス
は
帝
国
を
結
ぶ
海
上
交
通
路
を
保
護
す
る
た
め
に
（
特
に
小
型
の
）
巡
洋
艦
を
一
隻
で
も
多

く
欲
し
て
い
）
33
（

た
。

　
そ
し
て
一
部
の
ア
メ
リ
カ
世
論
か
ら
は
軍
縮
会
議
の
開
催
中
よ
り
、
海
洋
の
覇
権
獲
得
も
し
く
は
維
持
が
イ
ギ
リ
ス
の
隠
さ
れ
た
意
図

で
あ
る
か
ら
ア
メ
リ
カ
も
こ
れ
に
対
抗
せ
よ
と
い
う
、
嫌
英
論
と
背
中
合
わ
せ
の
海
軍
拡
張
論
が
噴
出
し
た
の
で
あ
る
。
雑
誌
『
ネ
イ

シ
ョ
ン
』
に
よ
れ
ば
、
平
和
を
希
求
す
る
国
際
世
論
に
耳
を
傾
け
ず
、
軍
縮
会
議
を
紛
糾
さ
せ
て
い
る
の
は
イ
ギ
リ
ス
で
あ
っ
た
し
、

『
ニ
ュ
ー
・
リ
パ
ブ
リ
ッ
ク
』
は
イ
ギ
リ
ス
が
先
の
大
戦
の
ご
と
く
戦
時
に
お
い
て
中
立
国
の
商
船
を
拿
捕
し
、
海
上
封
鎖
に
よ
っ
て
あ

ら
ゆ
る
通
商
網
を
遮
断
す
る
だ
ろ
う
と
主
張
し
）
34
（

た
。
他
に
も
新
聞
『
シ
カ
ゴ
・
デ
イ
リ
ー
・
ニ
ュ
ー
ズ
』
や
『
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
・
パ
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ブ
リ
ッ
ク
・
レ
ジ
ャ
ー
』
が
イ
ギ
リ
ス
の
軍
国
主
義
を
非
難
し
、『
シ
カ
ゴ
・
ト
リ
ビ
ュ
ー
ン
』
や
『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
サ
ン
』
が
英
米

軍
拡
競
争
の
可
能
性
に
つ
い
て
不
安
視
し
て
い
）
35
（

た
。

　
こ
の
よ
う
な
論
調
が
ア
メ
リ
カ
の
新
聞
お
よ
び
雑
誌
で
支
配
的
だ
っ
た
中
、
も
し
イ
ギ
リ
ス
政
府
が
ケ
ロ
ッ
グ
国
務
長
官
の
発
案
に
よ

る
不
戦
条
約
を
言
下
に
退
け
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
の
平
和
的
意
志
な
ど
ま
や
か
し
で
し
か
な
い
と
糾
弾
す
る
ア
メ
リ
カ
世
論
に
恰
好
の
攻
撃

材
料
を
与
え
、
ク
ー
リ
ッ
ジ
（Calvin Coolidge

）
政
権
は
か
か
る
世
論
に
背
中
を
押
さ
れ
る
形
で
海
軍
増
強
へ
と
本
格
的
に
舵
を
切
る

か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
英
米
間
に
建
艦
競
争
が
起
こ
れ
ば
、
せ
っ
か
く
軽
減
し
つ
つ
あ
っ
た
イ
ギ
リ
ス
の
財
政
赤
字
が
ふ
た
た
び
悪
化

す
る
の
み
な
ら
ず
、
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
で
築
か
れ
た
極
東
に
お
け
る
英
米
協
調
ま
で
ふ
い
に
な
る
恐
れ
が
あ
っ
）
36
（

た
。

　
こ
う
し
た
負
の
連
鎖
を
深
く
憂
慮
し
て
い
た
の
が
、
ハ
ワ
ー
ド
駐
米
大
使
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
政
府
の
イ
ギ
リ
ス
に
対
す
る
不
信
感
を

払
拭
し
、
大
西
洋
間
の
協
調
を
少
し
で
も
堅
固
に
す
る
こ
と
を
自
ら
の
使
命
と
と
ら
え
て
い
た
ハ
ワ
ー
ド
は
、
低
迷
す
る
英
米
関
係
を
改

善
す
る
た
め
に
こ
そ
不
戦
条
約
へ
の
参
加
を
決
定
す
べ
き
だ
と
外
務
省
に
書
き
送
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
イ
ギ
リ
ス
が
ア
メ
リ
カ
政
府
案
を

支
持
す
る
こ
と
で
不
戦
条
約
の
成
立
に
寄
与
す
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
は
海
軍
軍
縮
問
題
に
き
っ
と
ま
た
積
極
的
に
関
与
す
る
で
あ
ろ
う
。

「
反
対
に
、
も
し
イ
ギ
リ
ス
が
今
回
の
ア
メ
リ
カ
の
打
診
を
も
っ
と
も
な
理
由
な
く
却
下
す
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
国
内
の
孤
立
主
義
者
や
海

軍
拡
張
論
者
た
ち
は
『
だ
か
ら
言
っ
た
ろ
う
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
平
和
を
実
現
し
よ
う
と
い
う
国
…
…
な
ど
存
在
し
な
い
の
だ
か
ら
、

我
々
も
身
を
守
る
た
め
に
可
能
な
限
り
軍
備
を
増
強
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
』
と
叫
び
出
し
、
イ
ギ
リ
ス
は
彼
ら
の
思
う
つ
ぼ
に
は
ま
る

で
し
ょ
）
37
（

う
」。
イ
ギ
リ
ス
政
府
の
平
和
的
意
志
を
ア
メ
リ
カ
政
府
と
世
論
に
印
象
づ
け
る
機
会
を
逃
す
手
は
な
く
、
ワ
シ
ン
ト
ン
か
ら
届

い
た
不
戦
条
約
案
を
英
米
関
係
改
善
の
た
め
の
奇
貨
と
す
べ
し
、
と
ハ
ワ
ー
ド
は
論
じ
て
い
た
。

　
も
し
イ
ギ
リ
ス
政
府
が
ハ
ワ
ー
ド
の
勧
め
に
従
い
、
不
戦
条
約
へ
の
参
加
表
明
に
よ
っ
て
英
米
関
係
の
改
善
を
目
指
す
の
で
あ
れ
ば
、

肝
心
の
ア
メ
リ
カ
世
論
が
ケ
ロ
ッ
グ
の
提
案
に
好
意
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
同
案
に
対
す
る
メ
デ
ィ
ア
の
反
応
は
お
お
む
ね

上
々
で
あ
っ
た
。
在
米
イ
ギ
リ
ス
大
使
館
か
ら
外
務
省
へ
送
ら
れ
る
定
期
報
告
に
よ
れ
ば
、『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
』
や
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『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
ワ
ー
ル
ド
』、『
ボ
ル
テ
ィ
モ
ア
・
サ
ン
』
と
い
っ
た
当
時
の
主
要
紙
に
お
い
て
、
不
戦
条
約
は
ア
メ
リ
カ
が
国
際
連

盟
の
枠
外
に
あ
り
な
が
ら
他
国
と
協
力
し
て
国
際
平
和
に
貢
献
し
う
る
良
案
で
あ
る
、
と
評
価
さ
れ
て
い
）
38
（

た
。
イ
ギ
リ
ス
政
府
が
ア
メ
リ

カ
世
論
を
経
由
し
て
英
米
関
係
を
立
て
直
す
た
め
の
環
境
は
整
っ
て
い
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
一
九
二
八
年
四
月
一
三
日
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
ア
メ
リ
カ
政
府
か
ら
不
戦
条
約
の
成
立
に
向
け
た
多
国
間
（
英
米
仏
独
伊
日
）
交
渉
へ

の
参
加
を
よ
う
や
く
正
式
に
打
診
さ
れ
た
。
締
約
国
が
国
策
の
手
段
と
し
て
の
戦
争
を
相
互
に
放
棄
す
る
多
国
間
協
定
に
つ
い
て
、
イ
ギ

リ
ス
政
府
の
立
場
を
都
合
の
許
す
限
り
迅
速
に
示
し
て
ほ
し
い
、
と
い
う
の
が
ケ
ロ
ッ
グ
国
務
長
官
の
要
望
で
あ
っ
）
39
（
た
。
し
か
し
チ
ェ
ン

バ
レ
ン
外
相
は
い
か
な
る
選
択
を
す
べ
き
か
、
未
だ
呻
吟
し
て
い
た
。
不
戦
条
約
を
拒
絶
す
る
こ
と
で
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
海
軍
軍
縮
会
議
中
よ

り
険
悪
さ
を
増
し
て
い
た
対
米
関
係
を
こ
れ
以
上
悪
化
さ
せ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、
さ
り
と
て
連
盟
規
約
と
ロ
カ
ル
ノ
条
約
に
基
礎

づ
け
ら
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
安
定
や
、
イ
ギ
リ
ス
帝
国
の
心
臓
部
に
当
た
る
イ
ン
ド
の
安
全
を
損
な
う
よ
う
な
取
決
め
に
は
参
加
し
難
い
。

チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
四
月
二
五
日
の
閣
議
に
お
い
て
、
し
か
る
べ
き
時
が
来
る
ま
で
不
戦
条
約
に
関
す
る
本
格
的
な
討
議
を
望
ま
な
い
と
し

て
、
ま
た
も
内
閣
に
よ
る
決
定
の
先
送
り
を
求
め
た
の
だ
っ
）
40
（

た
。

四
　
ド
イ
ツ
の
参
加
表
明
と
ア
メ
リ
カ
の
保
証

　
だ
が
、
イ
ギ
リ
ス
に
不
戦
条
約
を
検
討
す
る
た
め
の
時
間
は
そ
う
長
く
残
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
一
九
二
八
年
四
月
末
、
イ
ギ
リ
ス
と

同
じ
よ
う
に
連
盟
規
約
と
ロ
カ
ル
ノ
条
約
の
締
約
国
で
あ
っ
た
ド
イ
ツ
が
、
他
の
主
要
大
国
に
先
駆
け
て
不
戦
条
約
へ
の
参
加
を
公
表
し

た
か
ら
で
あ
る
。
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
外
相
と
し
て
は
法
律
専
門
家
に
よ
る
精
査
を
通
じ
、
連
盟
規
約
な
ら
び
に
ロ
カ
ル
ノ
条
約
下
の
軍
事
援

助
と
不
戦
条
約
下
の
戦
争
放
棄
義
務
が
両
立
す
る
と
の
確
証
を
得
て
か
ら
、
英
仏
独
政
府
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
を
表
明
す
る
と
い
う
段
取

り
を
思
い
描
い
て
い
た
。
四
月
二
五
日
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
駐
独
大
使
リ
ン
ジ
ー
（Sir Ronald Lindsay

）
に
宛
て
て
、
英
独
両
国
は
連
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盟
規
約
と
ロ
カ
ル
ノ
条
約
の
締
約
国
で
あ
る
以
上
、
不
戦
条
約
の
調
印
に
関
す
る
国
際
法
上
の
困
難
を
共
有
し
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
こ

の
点
に
つ
い
て
共
通
の
理
解
を
得
ら
れ
る
ま
で
ア
メ
リ
カ
政
府
へ
の
正
式
な
返
答
を
保
留
し
て
も
ら
い
た
い
旨
、
シ
ュ
ト
レ
ー
ゼ
マ
ン
外

相
へ
の
伝
言
を
依
頼
し
）
41
（
た
。

　
し
か
る
に
四
月
二
七
日
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
の
要
請
が
リ
ン
ジ
ー
駐
独
大
使
か
ら
伝
え
ら
れ
る
の
と
入
れ
違
い
に
、
ド
イ
ツ
政
府
は
不
戦

条
約
の
成
立
に
向
け
た
多
国
間
交
渉
の
開
始
を
承
諾
す
る
と
公
表
し
て
し
ま
っ
た
。
ロ
カ
ル
ノ
条
約
締
約
国
の
英
仏
独
に
よ
る
事
前
協
議

が
叶
わ
な
か
っ
た
こ
と
は
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
に
と
っ
て
「
残
念
至
極
」
で
あ
っ
た
）
42
（
が
、
実
の
と
こ
ろ
ド
イ
ツ
政
府
の
宣
言
に
は
、
不
戦
条
約

が
既
存
の
条
約
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
と
衝
突
し
な
い
た
め
の
あ
る
仕
掛
け
が
用
意
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
不
戦
条
約
の
締
約
国
か
ら
戦

争
に
訴
え
る
国
家
が
出
た
場
合
、
違
反
国
に
対
し
て
他
の
締
約
国
は
戦
争
放
棄
義
務
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
あ
ら
か
じ
め
合
意
し
て
お
け
ば
、

そ
の
違
反
国
に
対
す
る
連
盟
規
約
お
よ
び
ロ
カ
ル
ノ
条
約
下
の
軍
事
制
裁
は
妨
げ
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
わ
け
で
あ
）
43
（

る
。

　
そ
し
て
翌
二
八
日
、
ド
イ
ツ
政
府
の
受
諾
宣
言
に
呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
、
ケ
ロ
ッ
グ
国
務
長
官
が
ア
メ
リ
カ
国
際
法
学
会
年
次
晩
餐

会
の
席
で
、
自
身
の
提
案
し
た
不
戦
条
約
は
締
約
国
の
自
衛
権
お
よ
び
既
存
の
条
約
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
と
矛
盾
し
な
い
と
の
見
解
を
示
し

た
。
ま
ず
ケ
ロ
ッ
グ
は
、
自
衛
が
主
権
国
家
に
固
有
の
権
利
で
あ
る
以
上
、
締
約
国
が
外
部
の
攻
撃
か
ら
防
衛
す
る
の
を
制
限
す
る
こ
と

は
な
い
と
論
じ
た
。
さ
ら
に
、
次
の
点
は
あ
ま
り
に
も
明
白
な
事
実
の
た
め
条
文
と
し
て
挿
入
す
る
必
要
は
な
い
は
ず
だ
と
前
置
き
し
た

上
で
、
も
し
締
約
国
が
戦
争
放
棄
条
項
を
侵
し
た
場
合
、
他
の
す
べ
て
の
締
約
国
は
違
反
国
に
対
し
て
同
条
項
か
ら
自
動
的
に
解
放
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
と
主
張
し
た
。
そ
し
て
国
際
連
盟
の
常
任
理
事
国
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
ロ
カ
ル
ノ
条
約
の
全
締
約
国
が
不
戦
条
約
に
調

印
し
て
お
け
ば
、
そ
の
中
か
ら
戦
争
に
訴
え
る
国
が
現
れ
て
も
連
盟
規
約
な
ら
び
に
ロ
カ
ル
ノ
条
約
の
軍
事
援
助
は
問
題
な
く
実
施
さ
れ

る
で
あ
ろ
う
、
と
ケ
ロ
ッ
グ
は
述
べ
た
の
で
あ
）
44
（
る
。
多
国
間
不
戦
条
約
の
生
み
の
親
で
あ
る
ケ
ロ
ッ
グ
が
公
の
場
で
発
し
た
保
証
は
、
実

質
的
に
は
ア
メ
リ
カ
政
府
の
公
式
見
解
と
読
み
取
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
イ
ギ
リ
ス
政
府
が
不
戦
条
約
へ
の
参
加
表
明
を
た

め
ら
っ
た
理
由
の
一
つ
、
既
存
の
条
約
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
に
つ
い
て
の
不
安
は
払
拭
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
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残
る
不
安
は
、
帝
国
防
衛
の
た
め
の
軍
事
行
動
が
「
国
策
の
手
段
と
し
て
の
」
戦
争
に
含
ま
れ
る
か
否
か
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
後

も
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
帝
国
防
衛
に
ま
つ
わ
る
不
安
を
解
消
す
る
た
め
の
妙
案
を
見
出
せ
ぬ
ま
ま
、
時
間
だ
け
が
い
た
ず
ら
に
過
ぎ
て
い
っ

た
。
同
じ
頃
、
不
戦
条
約
に
つ
い
て
明
確
な
立
場
を
打
ち
出
せ
ず
に
い
た
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
外
相
は
、
家
族
へ
の
私
信
に
自
ら
の
心
情
を
こ

う
綴
っ
て
い
る
。「
問
題
は
山
と
な
っ
て
押
し
寄
せ
て
き
ま
す
が
、
そ
の
中
で
最
も
厄
介
な
の
が
ケ
ロ
ッ
グ
の
今
回
の
提
案
で
す
。
こ
れ

に
ど
う
取
り
組
む
の
が
最
善
な
の
か
、
か
な
り
途
方
に
暮
れ
て
い
ま
）
45
（

す
」。

五
　
急
転
直
下
の
閣
議
決
定
と
そ
の
経
緯

　
と
こ
ろ
が
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
が
家
族
に
自
ら
の
迷
い
を
吐
露
し
た
わ
ず
か
四
日
後
の
一
九
二
八
年
五
月
四
日
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
ケ

ロ
ッ
グ
の
提
案
す
る
不
戦
条
約
を
正
式
に
受
諾
す
る
と
閣
議
決
定
し
た
。
注
目
す
べ
き
は
同
日
の
閣
議
録
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
内
閣
書
記

官
長
ハ
ン
キ
ー
（Sir M

aurice H
ankey

）
の
手
で
、
前
日
（
五
月
三
日
）
に
行
わ
れ
た
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
外
相
と
駐
英
ア
メ
リ
カ
大
使
ホ
ー

ト
ン
（Alanson B. H

oughton

）
の
会
談
が
不
戦
条
約
に
関
す
る
「
こ
れ
ま
で
の
状
況
を
一
変
さ
せ
る
効
果
を
持
っ
た
」
こ
と
、
ま
た
内

閣
が
「
前
日
の
外
相
﹇
と
駐
英
ア
メ
リ
カ
大
使

―
引
用
者
注
﹈
の
会
談
を
考
慮
し
て
」
ケ
ロ
ッ
グ
案
の
受
諾
を
決
定
し
た
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
）
46
（

た
。
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
と
ホ
ー
ト
ン
の
間
で
、
い
っ
た
い
ど
ん
な
議
論
が
交
わ
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
五
月
三
日
朝
、
八
〇
分
に
わ
た
る
英
米
非
公
式
会
談
の
口
火
を
切
っ
た
の
は
、
不
戦
条
約
を
め
ぐ
る
イ
ギ
リ
ス
政
府
の
煮
え
切
ら
な
い

態
度
に
し
び
れ
を
切
ら
し
た
ホ
ー
ト
ン
駐
英
大
使
で
あ
っ
た
。
ホ
ー
ト
ン
は
国
際
場
裏
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
重
視

し
て
お
り
、
経
済
問
題
を
中
心
に
限
定
的
に
し
か
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
関
与
し
な
い
歴
代
の
共
和
党
政
権
に
総
じ
て
批
判
的
で
あ
っ
た
。
そ
ん

な
ホ
ー
ト
ン
に
と
っ
て
不
戦
条
約
は
、
ア
メ
リ
カ
政
府
が
イ
ギ
リ
ス
や
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
と
政
治
的
協
調
を
深
め
る
た
め
の
契
機
に

な
る
は
ず
で
あ
っ
）
47
（

た
。
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こ
の
日
の
会
談
で
ホ
ー
ト
ン
は
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
の
不
戦
条
約
へ
の
対
応
に
よ
っ
て
今
後
の
英
米
関
係
が
大
き
く
左
右
さ
れ
る
旨
を
強

調
し
た
。
す
な
わ
ち
、
も
し
イ
ギ
リ
ス
が
ケ
ロ
ッ
グ
の
提
案
を
退
け
れ
ば
、
両
国
の
未
来
に
は
「
最
も
悲
し
む
べ
き
結
果
（the m

ost 

deplorable results

）」
が
待
ち
受
け
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
反
対
に
、
も
し
イ
ギ
リ
ス
が
ケ
ロ
ッ
グ
の
提
案
を
受
け
入
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
安
全
を
維
持
す
る
新
た
な
手
段
が
生
ま
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
英
米
間
に
横
た
わ
る
「
す
べ
て
の
憂
慮
す
べ
き
問
題
は
後
景

に
退
く
（throw

 into the shade all sorts of disturbing questions

）」
で
あ
ろ
う
、
と
。
ホ
ー
ト
ン
の
熱
の
こ
も
っ
た
語
り
口
は
、
不
戦
条

約
を
め
ぐ
る
ア
メ
リ
カ
側
の
こ
れ
ま
で
の
対
応
に
見
ら
れ
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
。

　
そ
れ
で
も
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
は
帝
国
防
衛
に
ま
つ
わ
る
懸
念
が
残
っ
て
い
る
と
食
い
下
が
っ
た
。
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
曰
く
、

イ
ギ
リ
ス
政
府
と
し
て
も
ケ
ロ
ッ
グ
の
提
案
を
最
大
限
に
活
か
し
て
英
米
関
係
を
好
転
さ
せ
た
い
の
は
や
ま
や
ま
だ
が
、
そ
の
た
め
に
は

条
文
解
釈
に
つ
い
て
誤
解
の
無
い
よ
う
幾
重
に
も
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
英
米
は
と
も
に
国
外
に
守
る
べ
き
経
済
権
益
や
軍
事

拠
点
を
有
す
る
以
上
、
そ
れ
ら
を
維
持
す
る
た
め
の
軍
事
行
動
が
「
国
策
の
手
段
と
し
て
の
」
戦
争
に
該
当
し
な
い
と
の
事
前
合
意
が
必

要
で
は
な
い
か
、
と
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
ホ
ー
ト
ン
に
問
い
質
し
た
。
こ
れ
に
ホ
ー
ト
ン
は
彼
個
人
の
見
解
で
あ
る
と
断
っ
た
上
で
、
イ
ギ

リ
ス
帝
国
な
ら
び
に
ア
メ
リ
カ
の
西
半
球
に
お
け
る
勢
力
圏
へ
の
挑
戦
が
い
か
な
る
帰
結
を
も
た
ら
す
か
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
以
上
、

そ
う
し
た
愚
を
犯
す
国
家
は
存
在
し
な
い
は
ず
で
あ
り
、
不
戦
条
約
が
締
結
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
イ
ギ
リ
ス
の
帝
国
政
策
が
不
利
益
を
被
る

こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
、
と
述
べ
た
。

　
そ
し
て
ホ
ー
ト
ン
は
ふ
た
た
び
、
不
戦
条
約
参
加
問
題
を
帝
国
の
利
害
か
ら
で
は
な
く
英
米
関
係
と
い
う
大
局
的
見
地
か
ら
検
討
し
て

も
ら
い
た
い
、
と
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
に
強
く
訴
え
か
け
た
。
せ
っ
か
く
ア
メ
リ
カ
政
府
お
よ
び
議
会
が
積
極
的
姿
勢
を
示
す
中
、
ケ
ロ
ッ
グ

の
提
案
し
た
戦
争
放
棄
の
試
み
が
イ
ギ
リ
ス
の
拒
絶
に
よ
っ
て
無
に
帰
せ
ば
、
ア
メ
リ
カ
世
論
は
イ
ギ
リ
ス
が
や
は
り
利
己
的
な
動
機
か

ら
国
際
平
和
を
破
る
つ
も
り
な
の
だ
と
猜
疑
心
を
さ
ら
に
強
め
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
ア
メ
リ
カ
世
論
の
硬
化
が
英
米
関
係
に
も
た

ら
す
危
険
の
度
合
い
は
、
不
戦
条
約
に
よ
っ
て
帝
国
の
安
全
が
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
る
危
険
に
比
べ
て
ず
っ
と
深
刻
で
あ
ろ
う
。「
英
米
関
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係
に
賭
け
ら
れ
た
も
の
は
、
犠
牲
に
す
る
に
は
あ
ま
り
に
大
き
い
の
で
す
」。

　
こ
こ
ま
で
聞
き
終
え
た
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
、
今
日
の
会
談
の
様
子
を
一
刻
も
早
く
内
閣
に
報
告
し
、
不
戦
条
約
に
つ
い
て
根
本
か
ら
検

討
し
直
す
こ
と
を
ホ
ー
ト
ン
に
約
束
し
）
48
（
た
。
こ
う
し
て
五
月
三
日
の
英
米
会
談
は
幕
を
閉
じ
、
先
に
触
れ
た
翌
日
の
閣
議
決
定
へ
と
至
る

の
で
あ
る
。

　
こ
の
五
月
三
日
の
英
米
会
談
が
閣
議
録
の
伝
え
る
通
り
不
戦
条
約
を
め
ぐ
る
状
況
を
一
変
さ
せ
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
が
同
条
約
調
印
へ
の

意
志
を
固
め
る
決
め
手
に
な
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
就
中
、
彼
ら
が
ア
メ
リ
カ
の
あ
か
ら
さ
ま
な
圧
力
に
直
面
す
る
こ
と
で
、
帝
国
に

ま
つ
わ
る
損
失
よ
り
も
英
米
関
係
に
ま
つ
わ
る
損
失
の
方
を
耐
え
難
い
と
す
る
結
論
に
達
し
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
と
ホ
ー
ト
ン
の
会
談
が
行
わ
れ
た
時
点
で
イ
ギ
リ
ス
が
不
戦
条
約
へ
の
参
加
を
た
め
ら
っ
て
い
た
理
由
は
、
将
来
に
お

け
る
帝
国
防
衛
の
た
め
の
軍
事
行
動
、
と
り
わ
け
イ
ン
ド
の
安
全
に
死
活
的
重
要
性
を
有
す
る
隣
国
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
で
の
対
ソ
軍
事
行

動
が
「
国
策
の
手
段
と
し
て
の
」
戦
争
に
該
当
し
、
不
戦
条
約
違
反
の
か
ど
で
国
際
社
会
か
ら
非
難
を
浴
び
る
可
能
性
で
あ
っ
た
。
イ
ギ

リ
ス
は
不
戦
条
約
に
参
加
し
な
い
限
り
（
少
な
く
と
も
国
際
法
上
は
）
帝
国
を
維
持
す
る
た
め
の
行
動
の
自
由
を
こ
れ
ま
で
通
り
保
持
で
き

る
が
、
も
し
不
戦
条
約
に
参
加
し
た
後
で
帝
国
防
衛
の
た
め
の
軍
事
行
動
を
起
こ
せ
ば
戦
争
国
家
と
の
謗
り
を
免
れ
ず
、
国
際
秩
序
に
責

任
あ
る
大
国
と
し
て
の
地
位
を
自
ら
傷
つ
け
る
お
そ
れ
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
だ
が
実
の
と
こ
ろ
一
九
二
八
年
の
イ
ギ
リ
ス
政
府
内
で
は
、
ソ
連
の
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
に
対
す
る
接
近
が
当
面
は
非
軍
事
的
方
法
に
留

ま
る
た
め
、
中
央
ア
ジ
ア
に
お
け
る
ソ
連
と
の
武
力
紛
争
は
し
ば
ら
く
起
こ
り
そ
う
に
な
い
と
見
ら
れ
て
い
た
点
に
注
意
を
要
す
る
で
あ

ろ
う
。
先
に
触
れ
た
通
り
、
同
年
一
月
末
の
帝
国
防
衛
委
員
会
は
イ
ン
ド
の
安
全
が
隣
国
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
独
立
に
か
か
っ
て
い
る
点

を
確
認
し
、
対
ソ
戦
を
想
定
し
て
初
年
度
の
戦
略
を
検
討
す
る
よ
う
参
謀
総
長
に
確
か
に
要
請
し
て
い
た
。
し
か
し
、
か
か
る
武
力
紛
争

の
シ
ナ
リ
オ
は
あ
く
ま
で
万
一
の
場
合
で
あ
り
、
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
政
府
が
対
応
す
べ
き
と
さ
れ
た
の
は
ソ
連
の
「
侵
略

（aggression

）」
や
「
侵
攻
（invasion

）」
で
は
な
く
「
侵
食
（encroachm

ent

）」
で
あ
っ
た
。
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た
と
え
ば
イ
ギ
リ
ス
軍
部
（
陸
軍
お
よ
び
空
軍
）
は
、
軍
事
力
に
乏
し
い
現
在
の
ソ
連
が
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
に
お
け
る
鉄
道
や
航
空
基

地
の
建
設
へ
の
技
術
協
力
を
通
じ
、
あ
く
ま
で
非
軍
事
的
に
イ
ン
ド
周
辺
で
の
影
響
力
拡
大
を
目
指
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
）
49
（

た
。

イ
ン
ド
相
バ
ー
カ
ン
ヘ
ッ
ド
（1st Earl of Birkenhead

）
に
よ
れ
ば
、
ソ
連
の
最
終
的
な
対
外
目
標
は
「
間
断
な
き
水
面
下
の
活
動
に

よ
っ
て
（by restless and subterranean activities

）」
イ
ギ
リ
ス
帝
国
を
破
壊
す
る
こ
と
に
あ
っ
）
50
（
た
。
デ
リ
ー
の
イ
ン
ド
総
督
ア
ー
ウ
ィ
ン

（1st Baron Irw
in

）
も
、
ソ
連
軍
が
ア
ム
ダ
リ
ヤ
河
を
越
え
て
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
に
攻
撃
を
仕
掛
け
る
よ
り
は
、
ソ
連
が
ア
フ
ガ
ン
人
の

反
乱
を
扇
動
す
る
な
ど
し
て
社
会
的
混
乱
を
イ
ン
ド
に
波
及
さ
せ
る
よ
う
な
「
漸
進
的
侵
食
（gradual encroachm

ent

）」
を
懸
念
し
て
い

た
）
51
（

。
そ
し
て
外
務
省
も
ま
た
軍
部
や
イ
ン
ド
相
、
イ
ン
ド
総
督
ら
の
見
解
を
支
持
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
ソ
連
は
今
後
も
国
境
外
で
大

規
模
な
戦
争
を
長
期
的
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
彼
ら
は
イ
ン
ド
へ
の
直
接
攻
撃
よ
り
も
イ
ン
ド
国
内
で
の
反
英
プ
ロ
パ
ガ

ン
ダ
、
あ
る
い
は
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
な
ど
近
隣
諸
国
に
お
け
る
敵
対
行
為
の
扇
動
と
い
っ
た
「
影
響
力
の
漸
進
的
拡
大
（gradual 

extension of influence

）」
に
専
心
す
る
で
あ
ろ
う
、
と）

52
（

。

　
な
る
ほ
ど
第
一
次
大
戦
後
の
イ
ギ
リ
ス
の
政
策
決
定
者
た
ち
は
、
ソ
連
の
対
外
政
策
が
帝
政
期
の
よ
う
に
南
下
の
衝
動
を
は
ら
み
、
イ

ン
ド
を
頂
点
と
し
て
世
界
中
に
広
が
る
イ
ギ
リ
ス
帝
国
の
脅
威
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
し
か
し
肝
心
の
脅
威
の
性
質
と
な
る
と
、
ソ
連

は
も
っ
ぱ
ら
周
辺
国
へ
の
経
済
技
術
援
助
や
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
活
動
に
よ
っ
て
イ
ギ
リ
ス
帝
国
の
安
寧
を
段
階
的
に
切
り
崩
そ
う
と
し
て
い

る
と
の
理
解
が
一
般
的
で
あ
り
、
陸
軍
力
を
用
い
た
ソ
連
の
軍
事
侵
略
に
つ
い
て
は
イ
ギ
リ
ス
政
府
内
で
あ
ま
り
注
意
を
払
わ
れ
て
い
な

か
っ
）
53
（

た
。
そ
し
て
ソ
連
の
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
侵
略
が
差
し
迫
っ
た
脅
威
と
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
以
上
、
イ
ギ
リ
ス
が
イ
ン
ド
周
辺
地

域
で
対
ソ
軍
事
行
動
を
実
施
す
る
可
能
性
は
乏
し
く
、
そ
れ
ゆ
え
イ
ギ
リ
ス
政
府
が
不
戦
条
約
に
調
印
し
た
と
し
て
も
、
条
約
違
反
国
と

の
非
難
を
国
際
社
会
か
ら
浴
び
る
危
険
は
（
少
な
く
と
も
短
期
的
に
見
て
）
そ
こ
ま
で
大
き
い
も
の
と
い
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
他
方
に
お
い
て
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
が
ホ
ー
ト
ン
と
会
談
し
た
一
九
二
八
年
五
月
初
頭
、
英
米
関
係
は
前
年
夏
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
海
軍
軍
縮

会
議
の
頃
と
比
べ
て
改
善
す
る
ど
こ
ろ
か
ま
す
ま
す
険
悪
に
な
っ
て
お
り
、
両
国
に
と
っ
て
の
火
種
が
増
え
れ
ば
増
え
る
ほ
ど
イ
ギ
リ
ス



法学政治学論究　第117号（2018.6）

18

政
府
の
外
交
的
損
失
は
耐
え
難
い
も
の
と
な
る
状
況
が
生
ま
れ
て
い
た
。
二
七
年
一
二
月
六
日
、
ク
ー
リ
ッ
ジ
米
大
統
領
は
自
身
五
度
目

と
な
る
一
般
教
書
演
説
の
中
で
、
イ
ギ
リ
ス
か
ら
海
軍
軍
縮
に
関
す
る
協
力
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
と
名
指
し
で
批
判
し
た
後
、
も
は
や
ア

メ
リ
カ
海
軍
の
規
模
は
国
際
協
調
で
な
く
ア
メ
リ
カ
の
安
全
の
み
を
基
準
と
し
て
決
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
、
と
意
味
深
長
な
発
言
を
残
し

て
い
）
54
（
た
。
そ
の
後
、
ア
メ
リ
カ
連
邦
議
会
で
は
イ
ギ
リ
ス
に
対
抗
す
る
た
め
の
海
軍
拡
張
政
策
を
支
持
す
る
声
が
高
ま
り
、
二
八
年
三
月

中
旬
に
は
向
こ
う
三
年
間
で
一
五
隻
の
巡
洋
艦
を
新
た
に
建
造
す
る
と
い
う
法
案
が
下
院
を
通
過
し
て
い
）
55
（

た
。
そ
し
て
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
と

ホ
ー
ト
ン
の
会
談
が
開
か
れ
た
五
月
初
頭
、
上
院
は
同
法
案
に
関
す
る
審
議
の
真
っ
最
中
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
イ
ギ
リ
ス
政
府
に
と
っ
て
折
悪
し
く
、
一
九
二
八
年
は
ア
メ
リ
カ
大
統
領
選
の
年
で
あ
っ
た
。
も
し
イ
ギ
リ
ス
が
こ
の
ま
ま
不
戦
条
約

に
背
を
向
け
続
け
れ
ば
、
共
和
党
も
民
主
党
も
間
も
な
く
本
格
化
す
る
選
挙
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
で
イ
ギ
リ
ス
の
軍
国
主
義
を
強
調
す
る
の
は

必
至
で
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
ア
メ
リ
カ
国
民
の
イ
ギ
リ
ス
に
対
す
る
反
感
は
い
っ
そ
う
増
大
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
な
れ
ば
、
嫌
英

論
の
か
く
も
蔓
延
す
る
中
で
発
足
し
た
ア
メ
リ
カ
の
次
期
政
権
と
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
が
海
軍
軍
縮
問
題
で
合
意
を
見
出
す
こ
と
は
現
在
以

上
に
難
し
く
な
る
は
ず
だ
、
と
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
不
安
を
募
ら
せ
て
い
）
56
（

た
。

　
さ
ら
に
一
九
二
八
年
に
入
っ
て
か
ら
と
い
う
も
の
、
英
米
関
係
の
悪
化
は
海
軍
軍
縮
問
題
に
留
ま
ら
ず
、
ア
メ
リ
カ
の
金
融
資
本
の
上

に
成
立
し
て
い
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
国
協
調
を
も
揺
る
が
す
お
そ
れ
が
濃
厚
と
な
っ
て
い
た
。
賠
償
支
払
い
の
不
履
行
を
理
由
に
二
三
年

一
月
に
始
ま
っ
た
仏
白
両
軍
の
ル
ー
ル
占
領
に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
は
未
曾
有
の
ハ
イ
パ
ー
イ
ン
フ
レ
に
陥
っ
た
が
、
翌
二
四
年
八
月
に
調
印

さ
れ
た
「
ド
ー
ズ
案
」
の
も
と
ア
メ
リ
カ
か
ら
流
入
す
る
潤
沢
な
民
間
資
金
の
お
か
げ
で
、
ド
イ
ツ
は
よ
う
や
く
賠
償
支
払
い
と
財
政
再

建
の
両
立
が
可
能
と
な
っ
た
。
そ
う
し
て
仏
独
の
経
済
関
係
が
安
定
し
た
の
を
機
に
、
両
国
は
政
治
的
和
解
と
い
う
次
の
段
階
、
す
な
わ

ち
西
欧
の
領
土
的
現
状
を
保
障
し
た
ロ
カ
ル
ノ
条
約
の
締
結
へ
と
進
む
こ
と
が
で
き
た
。
英
仏
独
協
調
に
根
差
し
た
二
〇
年
代
後
半
の

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
相
対
的
安
定
は
、
か
な
り
の
程
度
ア
メ
リ
カ
の
経
済
力
に
下
支
え
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。

　
と
こ
ろ
が
ド
ー
ズ
案
は
ド
イ
ツ
に
よ
る
当
面
五
カ
年
の
賠
償
支
払
い
額
お
よ
び
方
法
を
定
め
た
も
の
で
あ
り
、
連
合
国
は
一
九
二
九
年
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以
降
に
適
用
さ
れ
る
新
た
な
賠
償
支
払
い
計
画
を
策
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
重
要
な
こ
と
に
、
ド
ー
ズ
案
の
改
定
そ
れ

自
体
は
国
際
金
融
の
専
門
家
に
委
ね
ら
れ
る
一
方
、
新
し
い
賠
償
支
払
い
計
画
の
採
択
お
よ
び
施
行
は
ウ
ォ
ー
ル
街
で
の
大
規
模
な
金
融

取
引
を
伴
う
が
ゆ
え
に
、
ア
メ
リ
カ
政
府
の
後
援
が
不
可
欠
だ
っ
た
の
で
あ
）
57
（
る
。
ド
イ
ツ
経
済
の
屋
台
骨
で
あ
る
ド
ル
の
供
給
元
、
ア
メ

リ
カ
が
ド
ー
ズ
案
改
定
の
鍵
を
握
っ
て
い
る
こ
と
は
、
二
〇
年
代
後
半
の
イ
ギ
リ
ス
政
府
内
で
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
外
相
や
チ
ャ
ー
チ
ル

（W
inston Churchill

）
蔵
相
、
外
務
省
お
よ
び
大
蔵
省
に
よ
り
度
々
確
認
さ
れ
て
い
）
58
（

た
。

　
こ
の
よ
う
に
一
九
二
八
年
五
月
初
め
の
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
、
海
軍
軍
縮
を
め
ぐ
る
英
米
関
係
の
改
善
の
た
め
ば
か
り
で
な
く
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
お
け
る
ド
イ
ツ
賠
償
問
題
の
解
決
の
た
め
に
も
、
ア
メ
リ
カ
政
府
の
不
興
を
こ
れ
以
上
買
う
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
不
戦
条
約
を
め
ぐ
っ
て
英
米
間
の
懸
隔
が
広
が
れ
ば
広
が
る
ほ
ど
、
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
下
の
極
東
な
ら
び
に
ド
ー
ズ
案
＝
ロ
カ
ル
ノ

条
約
下
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
大
国
間
関
係
は
不
安
定
と
な
り
、
大
戦
後
の
イ
ギ
リ
ス
が
一
つ
一
つ
積
み
上
げ
て
き
た
国
際
秩
序
の
礎

石
が
大
き
く
揺
ら
い
で
し
ま
う
。
英
米
関
係
に
賭
け
ら
れ
て
い
た
の
は
、
五
月
三
日
の
英
米
会
談
で
ホ
ー
ト
ン
駐
英
大
使
が
い
み
じ
く
も

警
告
し
た
よ
う
に
、
犠
牲
に
す
る
に
は
あ
ま
り
に
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
五
月
一
九
日
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
外
相
は
ホ
ー
ト
ン
駐
英
大
使
と
ふ
た
た
び
会
見
し
、
不
戦
条
約
に
参
加
す
る
と
い
う
イ
ギ
リ
ス
政
府
の

意
向
を
正
式
に
表
明
し
た
。
外
務
省
の
ハ
ー
ス
ト
法
律
顧
問
に
よ
っ
て
起
草
さ
れ
、
同
月
九
日
の
閣
議
決
定
を
経
て
ア
メ
リ
カ
側
に
手
交

さ
れ
た
通
告
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
が
ア
メ
リ
カ
政
府
の
提
案
す
る
不
戦
条
約
案
に
全
面
的
に
賛
同
し
、
か
か
る
条
約
の
成
立
に
向
け
て

関
係
各
国
と
交
渉
に
入
る
用
意
が
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
）
59
（

た
。

六
　
お
わ
り
に

　
本
稿
で
は
イ
ギ
リ
ス
政
府
の
未
公
刊
史
料
に
依
拠
し
な
が
ら
、
一
九
二
八
年
八
月
末
に
成
立
し
た
不
戦
条
約
を
め
ぐ
る
イ
ギ
リ
ス
外
交
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に
つ
い
て
、
先
行
研
究
が
積
み
残
し
た
い
わ
ば
宿
題
に
取
り
組
ん
で
き
た
。
そ
の
宿
題
と
は
、
不
戦
条
約
下
で
放
棄
さ
れ
る
「
国
策
の
手

段
と
し
て
の
」
戦
争
に
該
当
し
か
ね
な
い
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
有
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
二
八
年
五
月
に

不
戦
条
約
へ
の
参
加
を
表
明
で
き
た
の
か
と
い
う
問
い
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
す
る
本
稿
の
答
え
は
、
将
来
の
英
米
関
係
を
生
か
す
も
殺

す
も
イ
ギ
リ
ス
の
心
が
け
次
第
だ
、
と
い
う
ア
メ
リ
カ
政
府
の
圧
力
が
決
め
手
と
な
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
不
戦
条
約
へ
の
調
印
を
い

よ
い
よ
決
意
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
す
で
に
一
九
二
八
年
四
月
末
の
段
階
で
、
ケ
ロ
ッ
グ
国
務
長
官
か
ら
連
盟
規
約
と
ロ
カ
ル
ノ
条
約
に
定
め
ら
れ
た
軍
事
援
助
は
不
戦
条

約
の
禁
止
す
る
戦
争
に
該
当
し
な
い
旨
が
保
証
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
イ
ギ
リ
ス
に
は
も
う
一
つ
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
に
お
け
る
対
ソ
軍
事

行
動
の
ご
と
き
、
帝
国
防
衛
に
関
わ
る
武
力
行
使
が
不
戦
条
約
に
抵
触
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
の
不
安
が
残
さ
れ
て
い
た
。
あ
え
て
単
純

化
す
れ
ば
、
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
政
府
に
と
っ
て
不
戦
条
約
に
調
印
す
る
か
否
か
と
い
う
問
題
は
、
ア
メ
リ
カ
を
取
る
か
帝
国
を
取
る
か
の

二
者
択
一
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
五
月
三
日
の
英
米
会
談
の
席
上
、
ホ
ー
ト
ン
駐
英
大
使
は
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
外
相
に
向
か
い
、
せ
っ
か
く
ア
メ
リ
カ
政
府
と
議
会
が
前
向

き
に
な
っ
て
い
る
不
戦
条
約
を
イ
ギ
リ
ス
が
拒
絶
す
れ
ば
、
英
米
関
係
に
は
こ
の
先
「
最
も
悲
し
む
べ
き
結
果
」
が
待
ち
受
け
る
で
あ
ろ

う
こ
と
を
強
調
し
、
帝
国
よ
り
も
英
米
関
係
と
い
う
大
局
的
見
地
か
ら
問
題
を
再
検
討
す
る
よ
う
強
く
迫
っ
て
い
た
。

　
そ
れ
ま
で
に
な
く
強
硬
な
ア
メ
リ
カ
政
府
の
態
度
に
接
し
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
ホ
ー
ト
ン
の
言
う
通
り
、
帝
国
に
賭
け
ら
れ
た
も
の

（
イ
ン
ド
防
衛
の
た
め
の
対
ソ
軍
事
行
動
の
自
由
）
と
英
米
関
係
に
賭
け
ら
れ
た
も
の
（
極
東
お
よ
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
国
際
秩
序
）
を
改
め
て
天
秤
に

か
け
た
で
あ
ろ
う
。
英
米
関
係
の
改
善
は
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
海
軍
軍
縮
会
議
に
よ
っ
て
紛
糾
し
て
い
た
海
軍
軍
縮
問
題
の
打
開
の
み
な
ら
ず
、

チ
ェ
ン
バ
レ
ン
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
追
求
す
る
大
国
協
調
の
発
展
に
も
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
条
件
で
あ
っ
た
。
一
方
、
大
戦
後
の
イ
ギ
リ
ス
帝

国
に
と
っ
て
最
大
の
脅
威
で
あ
っ
た
ソ
連
は
、
帝
国
の
軍
事
的
支
柱
た
る
イ
ン
ド
に
侵
略
を
仕
掛
け
る
だ
け
の
軍
事
力
を
目
下
の
と
こ
ろ

持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
と
判
断
さ
れ
て
い
た
。
当
面
は
発
動
さ
れ
る
可
能
性
の
低
い
帝
国
防
衛
を
懸
念
す
る
あ
ま
り
、
不
戦
条
約
に
背
を
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向
け
る
こ
と
で
英
米
関
係
を
さ
ら
に
悪
化
さ
せ
、
大
戦
後
に
再
建
さ
れ
た
国
際
秩
序
全
体
ま
で
不
安
定
に
す
る
よ
う
な
危
険
を
冒
す
べ
き

で
は
な
い
。
一
九
二
八
年
五
月
当
時
の
内
閣
が
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
と
ホ
ー
ト
ン
の
会
談
を
受
け
て
不
戦
条
約
へ
の
参
加
を
決
意
し
た
の
は
、

「
最
も
悲
し
む
べ
き
結
果
」
に
つ
い
て
以
上
の
よ
う
な
判
断
が
働
い
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
国
際
連
盟
の
発
足
、
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
、
英
米
戦
債
協
定
の
締
結
、
金
本
位
制
へ
の
復
帰

―
。
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
一
九
二
〇
年

代
の
イ
ギ
リ
ス
外
交
は
多
く
の
局
面
で
対
米
譲
歩
を
迫
ら
れ
て
い
た
。
第
一
次
大
戦
後
の
イ
ギ
リ
ス
は
依
然
と
し
て
海
軍
お
よ
び
帝
国
を

パ
ワ
ー
の
源
泉
と
す
る
一
大
軍
事
国
家
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
経
済
的
繁
栄
の
盛
り
を
過
ぎ
た
イ
ギ
リ
ス
が
世
界
の
平
和
を
一
手
に
引

き
受
け
る
こ
と
な
ど
到
底
不
可
能
で
あ
っ
た
。
大
国
協
調
に
根
差
し
た
国
際
秩
序
を
極
東
お
よ
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
再
建
す
る
に
は
、
工
業

生
産
や
金
融
、
海
軍
に
お
い
て
強
大
化
の
一
途
を
た
ど
る
ア
メ
リ
カ
の
協
力
な
い
し
同
意
が
不
可
欠
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
不
戦
条
約
を
め

ぐ
っ
て
帝
国
の
安
全
よ
り
も
ア
メ
リ
カ
と
の
関
係
修
復
を
優
先
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
判
断
は
、
一
九
世
紀
の
「
パ
ク
ス
・
ブ
リ
タ
ニ
カ
」
か

ら
第
二
次
大
戦
後
の
「
ア
メ
リ
カ
の
世
紀
」
へ
の
過
渡
期
に
あ
っ
て
、
パ
ワ
ー
の
衰
え
を
自
覚
し
な
が
ら
も
国
際
秩
序
の
再
建
に
関
与
し

続
け
た
二
〇
年
代
の
イ
ギ
リ
ス
外
交
を
象
徴
す
る
も
の
だ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

（
1
）  

不
戦
条
約
の
原
文
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。
“Kellogg-Briand Pact, 1928,

” http://avalon.law.yale.edu/20th_century/kbpact.asp 

﹇accessed Sep. 17, 2017

﹈.

（
2
）  

た
と
え
ば
以
下
を
参
照
。
杉
原
高
嶺
『
国
際
法
学
講
義
（
第
二
版
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
三
年
）、
五
四
九
―
五
一
頁；

柳
原
正
治
・
森
川
章

一
・
兼
原
敦
子
編
『
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
国
際
法
講
義
（
第
二
版
）』（
信
山
社
出
版
、
二
〇
一
三
年
）、
三
六
九
―
七
一
頁；

山
本
草
二
『
国
際
法

（
新
版
）』（
有
斐
閣
、
一
九
九
四
年
）、
七
〇
六
頁；

田
畑
茂
二
郎
『
国
際
法
新
講 

下
』（
東
信
堂
、
一
九
九
一
年
）、
一
九
一
頁；

田
岡
良
一

（
小
川
芳
彦
改
訂
）『
国
際
法
（
新
版
）』（
勁
草
書
房
、
一
九
八
六
年
）、
七
二
―
七
三
頁
。

（
3
）  E. H

. Carr, International Relations between the Two W
orld W

ars 
（1919 -1939

） （London: M
acm

illan, 1948

）, pp. 118 -20; 
Sally M

arks, The Illusion of Peace: International Relations in Europe, 1918 -1933, 2nd ed. 

（Basingstoke: Palgrave, 2003

） pp. 
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108 -109; Ian Kershaw, To H
ell and Back: Europe, 1914 -1949 （London: Penguin, 2015

）, p. 181.

（
4
）  Zara Steiner, The Lights That Failed: European International H

istory, 1919 -1933 

（O
xford: O

xford U
P, 2005

）, pp. 572 -74; 
Adam

 Tooze, The D
eluge: The G

reat W
ar and the Rem

aking of G
lobal O

rder, 1916 -1931 （London: Penguin, 2014

）, p. 474; 

斉

藤
孝
『
戦
間
期
国
際
政
治
史
』（
岩
波
現
代
文
庫
、
二
〇
一
五
年
）、
一
三
一
頁；

伊
香
俊
哉
『
近
代
日
本
と
戦
争
違
法
化
体
制
　
第
一
次
世
界
大

戦
か
ら
日
中
戦
争
へ
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年
）。
岡
義
武
に
よ
れ
ば
、
不
戦
条
約
が
戦
争
防
止
に
役
立
つ
こ
と
は
期
待
で
き
な
い
ま
で
も
、

相
対
的
安
定
へ
の
道
を
た
ど
り
つ
つ
あ
っ
た
二
〇
年
代
後
半
の
「
世
界
政
治
の
前
途
へ
寄
せ
ら
れ
た
期
待
の
表
明
と
し
て
象
徴
的
意
義
を
も
つ
」

も
の
で
は
あ
っ
た
。
岡
義
武
『
国
際
政
治
史
』（
岩
波
現
代
文
庫
、
二
〇
〇
九
年
）、
二
一
三
頁
。

（
5
）  John U. N

ef, W
ar and H

um
an Progress: A

n Essay on the Rise of Industrial Civilization （N
ew

 York: N
orton, 1963

）, pp. 357 -
80; W

illiam
 H

. M
cN

eill, The Pursuit of Power: Technology, A
rm

ed Force and Society since A
. D. 1000 （Chicago: U

niversity of 
Chicago Press, 1982

）, pp. 223 -306; 

入
江
昭
『
二
十
世
紀
の
戦
争
と
平
和
﹇
増
補
版
﹈』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
〇
年
）、
一
一
―
二

七
頁
。

（
6
）  

た
と
え
ば
イ
リ
ノ
イ
州
シ
カ
ゴ
の
弁
護
士
レ
ヴ
ィ
ン
ソ
ン
（Salm

on O. Levinson

）
が
主
張
す
る
（
国
際
連
盟
に
よ
る
軍
事
制
裁
を
含
む
）

あ
ら
ゆ
る
戦
争
の
違
法
化
は
ア
メ
リ
カ
国
内
に
留
ま
ら
ず
国
際
的
な
共
鳴
を
生
み
出
し
、
そ
う
し
た
世
論
の
動
き
は
主
要
国
の
政
治
家
が
軽
視
し

え
な
い
広
が
り
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
詳
し
く
は
以
下
を
参
照
。
三
牧
聖
子
『
戦
争
違
法
化
運
動
の
時
代
　「
危
機
の
二
〇
年
」
の
ア
メ
リ
カ

国
際
関
係
思
想
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
四
年
）。
二
〇
年
代
に
戦
争
違
法
化
を
支
持
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
知
識
人
の
活
動
に
つ
い
て
は
、

以
下
を
参
照
。D

aniel G
orm

an, 

“Internationalism
 by D

ecree: O
utlaw

ry of W
ar and the Kellogg-Briand Pact,

” in The Em
ergence 

of International Society in the 1920s （Cam
bridge: Cam

bridge U
P, 2012

）, pp. 259 -84. 

レ
ヴ
ィ
ン
ソ
ン
ほ
ど
徹
底
し
て
は
い
な
い
に
せ

よ
、
国
際
法
に
よ
る
戦
争
の
規
制
に
つ
い
て
大
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
の
国
際
法
学
者
が
展
開
し
た
論
争
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。
篠
原
初
枝

『
戦
争
の
法
か
ら
平
和
の
法
へ
　
戦
間
期
の
ア
メ
リ
カ
国
際
法
学
者
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三
年
）。

（
7
）  

二
〇
年
代
前
半
の
戦
争
違
法
化
を
め
ぐ
る
知
的
お
よ
び
政
策
的
展
開
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。
大
沼
保
昭
『
戦
争
責
任
論
序
説
　「
平
和

に
対
す
る
罪
」
の
形
成
過
程
に
お
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
と
拘
束
性
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
五
年
）、
七
〇
―
九
七
頁
。

（
8
）  B. J. C. M

cKercher, The Second Baldwin Governm
ent and the U

nited States, 1924 -1929: A
ttitudes and D

iplom
acy （Cam

bridge: 
Cam

bridge U
P, 1984

）, pp. 108 -13.

（
9
）  G

aynor Johnson, 

“Austen C
ham

berlain and the N
egotiation of the Kellogg-Briand Pact, 1928,

” in Locarno Revisited: 
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European D
iplom

acy, 1920 -1929, ed. G
aynor Johnson （London: Routledge, 2004

）, pp. 59 -79.

（
10
）  Jason H

. Tom
es, 

“Austen Cham
berlain and the Kellogg Pact,

” M
illennium

: Journal of International Studies 18, no. 1 （1989

）, 
pp. 1 -27.

（
11
）  Patrick O. Cohrs, The U

nfinished Peace after W
orld W

ar I: A
m
erica, Britain and the Stabilisation of Europe, 1919 -1932 

（Cam
bridge: Cam

bridge U
P, 2006

）, pp. 458 -60; Richard S. G
rayson, A

usten Cham
berlain and the Com

m
itm

ent to Europe: 
British Foreign Policy, 1924 -29 （London: Frank Cass, 1997

）, p. 159.

（
12
）  

“Briand Sends M
essage to Am

erica on Anniversary of Entering the W
ar,

” New York Tim
es, Apr. 6, 1927, p. 5. 

ブ
リ
ア
ン
が
談

話
を
発
表
し
た
背
景
の
一
つ
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
政
府
が
同
年
六
月
か
ら
開
催
さ
れ
る
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
海
軍
軍
縮
会
議
へ
の
参
加
を
拒
否
し
た
こ
と
で

急
激
に
悪
化
し
た
、
ア
メ
リ
カ
世
論
の
対
仏
イ
メ
ー
ジ
を
回
復
す
る
ね
ら
い
が
あ
っ
た
。
同
談
話
を
め
ぐ
る
ブ
リ
ア
ン
の
動
機
に
つ
い
て
は
、
以

下
を
参
照
。Robert H

. Ferrell, Peace in Their Tim
e: The O

rigins of the Kellogg-Briand Pact （N
ew

 York: N
orton, 1952

）, pp. 62 -
70; Jacques Bariéty, 

“Le 
‘Pacte Briand-Kellogg de renonciation à la guerre

’ de 1928,

” in M
ouvem

ents et initiatives de paix dans 
la politique internationale, 1867 -1928, eds. Jacques Bariéty and Antoine Fleury （Bern: Peter Lang, 1987

）, pp. 355 -67; Edw
ard 

D
avid Keeton, Briand

’s Locarno Policy: French Econom
ics, Politics and D

iplom
acy, 1925 -1929 （N

ew
 York: G

arland, 1987

）, p. 
230; Christophe Bellon, A

ristide Briand : Parler pour agir 

（Paris: CN
RS, 2016

）, pp. 303 -307; 

唐
渡
晃
弘
「
ロ
カ
ル
ノ
外
交 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
安
全
と
フ
ラ
ン
ス
の
政
策
（
三
）」『
法
學
論
叢
』
第
一
二
五
巻
六
号
（
一
九
八
九
年
）、
六
一
―
六
三
頁
。

（
13
）  Papers Relating to the Foreign Relations of the U

nited States 

（
以
下FRU

S

と
略
記
）1927, vol. 2, W

hitehouse 

（Paris

） to Kel-
logg, June 22, 1927, pp. 615 -16.

（
14
）  M

em
o by M

arriner, June 24, 1927, ﹇N
ational Archives II, College Park, M

D

﹈ RG
 59, 711. 5112 France/66.

（
15
）  Kellogg to Coolidge, June 27, 1927, RG

 59, 711.5112 France/34.

（
16
）  FRU

S 1927, vol. 2, Kellogg to Claudel, D
ec. 28, 1927, pp. 626 -27. 

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
に
お
け
る
一
般
軍
縮
の
試
み
が
遅
々
と
し
て
進
ま
ぬ

中
、
ブ
リ
ア
ン
に
よ
る
戦
争
放
棄
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
ア
メ
リ
カ
国
内
で
大
き
な
反
響
を
呼
び
、
ケ
ロ
ッ
グ
と
し
て
も
知
ら
ぬ
ふ
り
を
続
け
る
わ
け

に
は
い
か
な
く
な
っ
て
い
た
。
や
が
て
国
務
省
内
に
は
、
不
戦
条
約
の
加
盟
国
を
世
界
全
体
に
拡
大
す
る
な
ら
ば
ア
メ
リ
カ
も
参
加
可
能
で
あ
る

と
の
合
意
が
見
出
さ
れ
た
。
ケ
ロ
ッ
グ
に
残
る
不
安
は
条
約
批
准
の
権
限
を
有
す
る
上
院
の
反
応
で
あ
っ
た
。
彼
は
第
七
〇
議
会
の
始
ま
る
二
七

年
一
二
月
五
日
を
待
ち
、
上
院
外
交
委
員
会
か
ら
多
国
間
不
戦
条
約
に
つ
い
て
好
感
触
を
得
て
か
ら
で
な
い
と
フ
ラ
ン
ス
政
府
へ
の
正
式
な
返
答
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は
で
き
な
い
と
考
え
て
い
た
。
ア
メ
リ
カ
政
府
の
回
答
が
二
七
年
末
ま
で
ず
れ
込
ん
だ
の
に
は
、
こ
う
し
た
一
連
の
理
由
が
あ
っ
た
。D

avid 
Bryn-Jones, Frank B. Kellogg: A

 Biography 

（N
ew

 York: Putnam
, 1937

）, pp. 229 -32; L. Ethan Ellis, Frank B. Kellogg and 
A
m
erican Foreign Relations, 1925 -1929 

（N
ew

 Brunsw
ick, N

J: Rutgers U
P, 1961

）, pp. 197 -200; D
rew

 Pearson and 
Constantine Brow

n, The A
m
erican D

iplom
atic G

am
e （G

arden City, N
Y: D

oubleday, 1935

）, pp. 25 -28.
（
17
）  H

ow
ard （W

ashington

） to Cham
berlain, D

ec. 30, 1927, ﹇The N
ational Archives, Kew

﹈ FO
 371/12789/A1/1/45.

（
18
）  M

inutes by Thom
pson, Vansittart, W

ellesley and Cham
berlain, Jan. 2, 1928, FO

 371/12789/A2/1/45.

（
19
）  CP 22 （28
）, m

em
o by Cham

berlain, Jan. 24, 1928, ﹇The N
ational Archives, Kew

﹈ CAB 24/192.

（
20
）  H

ow
ard to Cham

berlain, Feb. 2, 1928, Cham
berlain M

SS 

﹇U
niversity of Birm

ingham
 Library, Birm

ingham
, U

K

﹈, AC 
55/265.

（
21
）  D

ocum
ents on British Foreign Policy, 1919 -1939 

（
以
下D

BFP

と
略
記
）Ser. 1A/Vol. 4/D

oc. 270, Tyrrell to D
rum

m
ond  

（G
eneva

）, Feb. 8, 1928.

（
22
）  

国
際
連
盟
規
約
の
原
文
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。
“The Covenant of the League of N

ations,

” http://avalon.law.yale.edu/20th_
century/leagcov.asp ﹇accessed Sep. 15, 2017

﹈. 

以
下
も
参
照
。F. P. W

alters, A
 H

istory of the League of N
ations （London: O

xford 
U
P, 1960

）, pp. 40 -61; F. S. N
orthedge, The League of N

ations: Its Life and Tim
es, 1920 -1946 （Leicester: Leicester U

P, 1986

）, 
pp. 46 -69; 

篠
原
初
枝
『
国
際
連
盟
　
世
界
平
和
へ
の
夢
と
挫
折
』（
中
公
新
書
、
二
〇
一
〇
年
）、
八
二
―
八
五
頁
。

（
23
）  

ロ
カ
ル
ノ
条
約
の
原
文
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。Survey of International A

ffairs, 1925 （O
xford: O

xford U
P, 1928

）, pp. 439 -52. 

以
下
も
参
照
。Erik G

oldstein, The First W
orld W

ar Peace Settlem
ents, 1919 -1925 

（London: Pearson, 2002

）, pp. 87 -90; Jon 
Jacobson, 

“Locarno, Britain and the Security of Europe,

” in Locarno Revisited: European D
iplom

acy, 1920 -1929, ed. G
aynor 

Johnson 

（London: Routledge, 2004

）, pp. 8 -22; 

植
田
隆
子
『
地
域
的
安
全
保
障
の
史
的
研
究
　
国
際
連
盟
時
代
に
お
け
る
地
域
的
安
全
保

障
制
度
の
発
達
』（
山
川
出
版
社
、
一
九
八
九
年
）、
六
一
―
六
五
頁
。

（
24
）  

第
一
次
大
戦
後
の
イ
ギ
リ
ス
が
（
依
然
と
し
て
）
世
界
大
国
で
あ
っ
た
と
評
価
す
る
研
究
と
し
て
、
以
下
を
参
照
。B. J. C. M

cKercher, 

“Wealth, Pow
er and the N

ew
 International O

rder: Britain and the Am
erican Challenge in the 1920s,

” Diplom
atic H

istory 12, 
no. 4 

（1988

）, pp. 411 -41; John R. Ferris, 

“‘The G
reatest Pow

er on Earth

’: G
reat Britain in the 1920s,

” International H
istory 

Review 13, no. 4 （1991

）, pp. 726 -50.
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（
25
）  D

BFP 1A/1/App., 

“Mem
orandum

 on the Foreign Policy of H
is M

ajesty

’s G
overnm

ent, w
ith a List of British Com

m
itm

ents 
in their Relative O

rder of Im
portance,

” n. d. ﹇subm
itted to Cham

berlain on Apr. 10, 1926

﹈. 

同
覚
書
に
は
、
連
盟
理
事
会
が
軍
事
制

裁
の
必
要
性
を
認
め
た
際
に
イ
ギ
リ
ス
が
拱
手
傍
観
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
自
国
の
地
理
的
立
場
を
考
慮
し
つ
つ
も
最
大
限
の
努
力
に
よ
っ
て

連
盟
規
約
を
守
ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
ま
た
ロ
カ
ル
ノ
条
約
下
で
イ
ギ
リ
ス
は
ド
イ
ツ
西
部
国
境
の
横
断
、
戦
闘
行
為
の
開
始
も
し
く
は
非
武

装
地
帯
に
お
け
る
軍
隊
の
集
結
を
「
明
白
な
（flagrant

）」
違
反
と
み
な
し
て
直
ち
に
行
動
を
起
こ
す
べ
き
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（
26
）  M

em
o by H

urst, Apr. 20, 1928, FO
 371/12790/A2542/1/45.

（
27
）  

第
一
次
大
戦
後
の
イ
ギ
リ
ス
帝
国
に
お
け
る
反
植
民
地
運
動
（
お
よ
び
闘
争
）
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。John G

allagher, 

“National-
ism

s and the Crisis of Em
pire, 1919 -1922,

” M
odern A

sian Studies 15, no. 3 

（1981

）, pp. 355 -68; John D
arw

in, The Em
pire 

Project: The Rise and Fall of the British W
orld-System

, 1830 -1970 

（Cam
bridge: Cam

bridge U
P, 2009

）, pp. 375 -93; Erez 
M

anela, The W
ilsonian M

om
ent: Self-D

eterm
ination and the International O

rigins of A
nticolonial N

ationalism
 

（O
xford:  

O
xford U

P, 2007

）; Keith Jeffery, The British A
rm

y and the Crisis of Em
pire, 1918 -22 

（M
anchester: M

anchester U
P, 1984

）; 

佐
々
木
雄
太
編
著
『
イ
ギ
リ
ス
帝
国
と
二
〇
世
紀 

第
三
巻
　
世
界
戦
争
の
時
代
と
イ
ギ
リ
ス
帝
国
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
六
年
）、
一

三
五
―
二
四
九
頁
。

（
28
）  

第
一
次
大
戦
後
の
帝
国
防
衛
に
お
け
る
イ
ン
ド
の
戦
略
的
重
要
性
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。John G

allagher and Anil Seal, 

“Britain 
and India betw

een the W
ars,

” M
odern A

sian Studies 15, no. 3 

（1981

）, pp. 387 -414; Anthony Clayton, 

“‘Deceptive M
ight

’: 
Im

perial D
efence and Security, 1900 -1968,

” in The O
xford H

istory of the British Em
pire, vol. 4, The Twentieth Century, eds. 

Judith M
. Brow

n and W
m
. Roger Louis 

（O
xford: O

xford U
P, 1999

）, pp. 283 -93; D
avid French, 

“The British Arm
y and the 

Em
pire, 1856 -1956,

” in Im
perial D

efence: The O
ld W

orld O
rder, 1856 -1956, ed. G

reg Kennedy 

（London: Routledge, 2008

）,  
p. 102; 

秋
田
茂
「
帝
国
と
軍
隊
　
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
支
配
と
イ
ン
ド
軍
」
濱
下
武
志
・
川
北
稔
編
『
地
域
の
世
界
史
一
一
　
支
配
の
地
域

史
』（
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
）、
一
七
六
―
二
一
二
頁
。

（
29
）  John G

allagher, 

“The D
ecline, Revival and Fall of the British Em

pire,

” in The D
ecline, Revival and Fall of the British 

Em
pire: The Ford Lectures and O

ther Essays （Cam
bridge: Cam

bridge U
P, 1982

）, pp. 98, 102.

（
30
）  

た
と
え
ば
一
九
一
九
年
イ
ン
ド
統
治
法
を
再
検
討
す
る
た
め
、
二
七
年
に
保
守
党
・
労
働
党
・
自
由
党
の
議
員
に
よ
っ
て
発
足
し
た
サ
イ
モ
ン

委
員
会
は
、
イ
ン
ド
北
西
部
の
国
境
が
「
軍
事
的
観
点
か
ら
イ
ギ
リ
ス
帝
国
全
体
に
と
っ
て
第
一
級
の
重
要
性
を
有
す
る
国
際
的
国
境
」
で
あ
る
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と
結
論
付
け
て
い
る
。Sim

on Com
m
ission Report on India （Indian Statutory Com

m
ission

）, vol. 2 （D
elhi: Sw

ati, 1988

）, pp. 173 -
74.

（
31
）  

一
九
世
紀
後
半
か
ら
第
一
次
大
戦
後
ま
で
の
イ
ギ
リ
ス
の
対
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
政
策
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。John Low

e D
uthie, 

“Pragm
atic D

iplom
acy or Im

perial Encroachm
ent? British Policy tow

ards A
fghanistan, 1874 -1879,

” International H
istory 

Review 5, no. 4 

（1983

）, pp. 475 -95; J. G. Elliott, The Frontier, 1839 -1947: The Story of the N
orth-W

est Frontier of India 
（London: Cassell, 1968

）, pp. 29 -54. 

一
八
九
〇
年
代
か
ら
第
一
次
大
戦
前
夜
に
か
け
て
の
イ
ギ
リ
ス
の
対
露
イ
ン
ド
防
衛
計
画
に
つ
い
て
は
、

以
下
を
参
照
。Keith N

eilson, Britain and the Last Tsar: British Policy and Russia, 1894 -1917 

（O
xford: Clarendon, 1995

）, pp. 
121 -43.

（
32
）  M

inutes of CID
 m

eeting, Jan. 26, 1928, CAB 2/5/CID
232. 

も
ち
ろ
ん
世
界
に
は
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
以
外
に
も
エ
ジ
プ
ト
や
中
国
な
ど
、

イ
ギ
リ
ス
の
全
体
的
支
配
下
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の
現
状
維
持
が
帝
国
の
安
寧
に
不
可
欠
で
あ
る
国
家
は
存
在
し
た
。
し
か
し
内
閣
・

外
務
省
・
イ
ン
ド
省
・
植
民
地
省
・
自
治
領
省
の
未
公
刊
史
料
を
閲
覧
し
た
管
見
の
限
り
、
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
政
府
内
で
不
戦
条
約
調
印
問
題
と

絡
め
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
以
外
の
国
家
も
し
く
は
地
域
に
お
け
る
武
力
行
使
に
つ
い
て
包
括
的
に
検
討
さ
れ
た
形
跡
は
な
い
。
も
し
か
す
る
と
、

イ
ギ
リ
ス
が
ス
エ
ズ
運
河
（
エ
ジ
プ
ト
）
や
上
海
租
界
（
中
国
）
保
護
の
た
め
に
武
力
を
用
い
る
こ
と
は
広
義
の
「
自
衛
」
と
し
て
対
外
的
に
正

当
化
で
き
る
一
方
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
に
は
そ
れ
ら
に
匹
敵
す
る
大
規
模
な
権
益
が
な
い
た
め
、
同
国
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
武
力
行
使
は
主
権

国
家
間
の
「
戦
争
」
と
み
な
さ
れ
う
る
と
の
理
解
が
、
政
策
決
定
者
の
間
で
共
有
さ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
　
ち
な
み
に
第
一
次
大
戦
後
の
植
民
地
省
は
、
本
来
で
あ
れ
ば
専
門
知
識
や
経
験
の
点
か
ら
帝
国
防
衛
の
青
写
真
を
示
す
の
に
有
利
な
立
場
に

あ
っ
た
は
ず
だ
が
、
地
域
別
に
分
か
れ
た
部
局
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
不
足
に
よ
り
帝
国
全
体
を
射
程
に
入
れ
た
統
一
的
政
策
を
生
み
出
せ

ず
に
い
た
。
以
下
を
参
照
。Ronald H

yam
, 

“Bureaucracy and Trusteeship in the Colonial Em
pire,

” in U
nderstanding the British 

Em
pire 

（Cam
bridge: Cam

bridge U
P, 2010

）, pp. 214 -15; Sir Cosm
o Parkinson, The Colonial O

ffice from
 W

ithin, 1909 -1945 

（London: Faber, 1947

）, pp. 36, 54 -55.

（
33
）  

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
海
軍
軍
縮
会
議
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。Christopher H

all, Britain, A
m
erica and A

rm
s Control, 1921 -37  

（Basingstoke: M
acm

illan, 1987

）, pp. 44 -54; Richard W
. Fanning, Peace and D

isarm
am

ent: N
aval Rivalry and A

rm
s Control, 

1922 -1933 （Lexington, KY: U
niversity Press of Kentucky, 1995

）, pp. 51 -80; Carolyn Kitching, 

“Sunk Before W
e Started? An-

glo-Am
erican Rivalry at the Coolidge N

aval Conference, 1927,

” in A
rm

s and D
isarm

am
ent in D

iplom
acy, eds. Keith H

am
ilton 
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and Edw
ard Johnson 

（London: Vallentine M
itchell, 2008

）, pp. 91 -111; 

倉
松
中
「
海
軍
軍
縮
を
め
ぐ
る
一
九
二
〇
年
代
の
英
米
関
係
　

一
九
二
七
年
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
海
軍
軍
縮
会
議
を
中
心
と
し
て
」『
国
際
政
治
』
第
一
二
二
号
（
一
九
九
九
年
）、
八
七
―
一
〇
〇
頁
。

（
34
）  

“The Scandal at G
eneva,

” Nation, July 13, 1927, p. 33; 

“The D
ilem

m
a of Sea Pow

er,

” New Republic, July 20, 1927, pp. 213 -
15.

（
35
）  
“What the Failure of the N

aval Conference M
eans,

” Literary D
igest, Aug. 20, 1927, pp. 8 -9. 

二
〇
年
代
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
国

内
の
嫌
英
論
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。John E. M

oser, Twisting the Lion

’s Tail: A
nglophobia in the U

nited States, 1921 -48 

（Basingstoke: Palgrave, 1999

）, pp. 42 -67.

（
36
）  

ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
の
成
立
過
程
お
よ
び
先
行
研
究
の
整
理
に
つ
い
て
は
、
同
テ
ー
マ
に
お
け
る
最
新
の
実
証
的
成
果
と
し
て
以
下
を
参
照
。
中

谷
直
司
『
強
い
ア
メ
リ
カ
と
弱
い
ア
メ
リ
カ
の
狭
間
で
　
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
東
ア
ジ
ア
秩
序
を
め
ぐ
る
日
米
英
関
係
』（
千
倉
書
房
、
二
〇

一
六
年
）。
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
成
立
後
の
極
東
国
際
政
治
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。
入
江
昭
『
極
東
新
秩
序
の
模
索
』（
原
書
房
、
一

九
六
八
年
）；

細
谷
千
博
「
ワ
シ
ン
ト
ン
体
制
の
特
質
と
変
容
」『
両
大
戦
間
の
日
本
外
交
　
一
九
一
四
―
一
九
四
五
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
八

年
）、
七
五
―
一
一
四
頁；
服
部
龍
二
『
東
ア
ジ
ア
国
際
環
境
の
変
動
と
日
本
外
交
　
一
九
一
八
―
一
九
三
一
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
一
年
）；

後

藤
春
美
『
上
海
を
め
ぐ
る
日
英
関
係
、
一
九
二
五
―
一
九
三
二
年
　
日
英
同
盟
後
の
協
調
と
対
抗
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
六
年
）；

西
田

敏
宏
「
ワ
シ
ン
ト
ン
体
制
と
国
際
連
盟
・
集
団
安
全
保
障
　
日
・
米
・
英
の
政
策
展
開
を
中
心
と
し
て
」
伊
藤
之
雄
・
川
田
稔
編
著
『
二
〇
世
紀

日
本
と
東
ア
ジ
ア
の
形
成
　
一
八
六
七
〜
二
〇
〇
六
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
七
年
）、
四
七
―
六
六
頁；

Ａ
．
ベ
ス
ト
、
奈
良
岡
聰
智
訳

「『
門
戸
開
放
』
か
『
勢
力
圏
』
か
　
戦
間
期
の
イ
ギ
リ
ス
、
日
本
と
中
国
問
題
」
松
浦
正
孝
編
『
昭
和
・
ア
ジ
ア
主
義
の
実
像
　
帝
国
日
本
と
台

湾
・「
南
洋
」・「
南
支
那
」』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
七
年
）、
一
二
六
―
四
六
頁
。

（
37
）  H

ow
ard to Cham

berlain, M
ar. 9, 1928, Cham

berlain M
SS, AC 55/267. 

不
戦
条
約
成
立
前
後
に
お
け
る
ハ
ワ
ー
ド
駐
米
大
使
の
外
交

に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。B. J. C. M

cKercher, Esm
e H

oward: A
 D

iplom
atic Biography （Cam

bridge: Cam
bridge U

P, 1989

）, pp. 
318 -28.

（
38
）  H

ow
ard 

（W
ashington

） to Cham
berlain, Apr. 6, 1928, FO

 371/12790/A2585/1/45; 

“Uncle Sam
 O

ut to End W
ar,

” Literary 
D
igest, M

ar. 31, 1928, pp. 5 -7. 

以
下
も
参
照
。Stephen J. Kneeshaw, In Pursuit of Peace: The A

m
erican Reaction to the Kellogg-

Briand Pact, 1928 -1929 

（N
ew

 York: G
arland, 1991

）, pp. 20 -28. 
ア
メ
リ
カ
上
院
か
ら
も
不
戦
条
約
案
に
賛
同
す
る
声
が
上
が
っ
て
い

た
。
ア
イ
ダ
ホ
州
選
出
の
共
和
党
議
員
で
上
院
外
交
委
員
会
委
員
長
を
務
め
る
ボ
ー
ラ
（W

illiam
 E. Borah

）
は
『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
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ズ
』
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
、
不
戦
条
約
の
成
立
が
国
際
関
係
に
お
け
る
新
時
代
の
画
期
に
な
る
と
賞
賛
し
、
条
約
成
立
後
に
は
ア
メ
リ
カ
も
違
反

国
へ
の
集
団
的
対
応
に
加
わ
る
と
の
見
通
し
を
示
し
た
。
“Borah Tells V

iew
s on Anti-W

ar Treaty,

” New York Tim
es, M

ar. 25, 1928,  
p. 55. 

以
下
も
参
照
。Charles D

eBenedetti, 

“Borah and the Kellogg-Briand Pact,

” Pacific N
orthwest Q

uarterly 63, no. 1 （1972

）, 
pp. 22 -29.

（
39
）  
“Correspondence w

ith the U
nited States Am

bassador respecting the U
nited States Proposal for the Renunciation of W

ar,

” 
Parliam

entary Com
m
and Paper, Cm

d. 3109; m
em

o by Tyrrell, Apr. 13, 1928, FO
 371/12790/A2542/1/45.

（
40
）  CC 24 （28
）5, Apr. 25, 1928, CAB 23/57. 

こ
の
閣
議
の
三
日
後
、
外
務
省
は
ひ
と
ま
ず
自
治
領
（
カ
ナ
ダ
・
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
ニ
ュ
ー

ジ
ー
ラ
ン
ド
・
南
ア
フ
リ
カ
・
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
）
お
よ
び
イ
ン
ド
の
各
政
府
に
、
不
戦
条
約
を
め
ぐ
る
米
仏
間
の
こ
れ
ま
で
の
や
り
取
り
と
ケ

ロ
ッ
グ
草
案
の
原
文
を
送
付
す
る
と
と
も
に
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
の
公
式
な
立
場
が
決
定
す
る
ま
で
不
用
意
な
意
見
の
表
明
は
慎
ん
で
も
ら
い
た
い

旨
を
伝
達
し
て
い
る
。Foreign O

ffice to D
om

inions O
ffice and India O

ffice, Apr. 28, 1928, FO
 371/12790/A2791/1/45.

（
41
）  Cham

berlain to Lindsay （Berlin

）, Apr. 25, 1928, FO
 371/12790/A2791/1/45. 

翌
日
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
駐
英
フ
ラ
ン
ス
大
使
フ
ル
リ

オ
（Aim

é-Joseph de Fleuriau
）
に
対
し
て
も
、
ア
メ
リ
カ
へ
の
正
式
な
返
答
に
は
英
仏
独
三
カ
国
の
協
調
が
欠
か
せ
な
い
こ
と
を
示
唆
し
た
。

Cham
berlain to Crew

e （Paris
）, Apr. 27, 1928, FO

 371/12791/A2847/1/45.

（
42
）  M

inute by Cham
berlain, Apr. 30, 1928, FO

 371/12791/A2857/1/45. 

ち
な
み
に
ド
イ
ツ
政
府
が
不
戦
条
約
へ
の
参
加
を
表
明
し
た
日

の
夜
、
リ
ン
ジ
ー
駐
独
大
使
と
面
会
し
た
シ
ュ
ト
レ
ー
ゼ
マ
ン
外
相
は
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
の
要
請
を
内
閣
に
伝
え
は
し
た
が
、
間
も
な
く
五
月
に

総
選
挙
を
控
え
、
そ
の
結
果
次
第
で
は
対
外
政
策
上
の
見
通
し
が
立
た
な
く
な
る
可
能
性
も
あ
る
た
め
、
不
戦
条
約
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
政
府
へ

の
返
答
を
先
延
ば
し
に
で
き
な
か
っ
た
と
弁
明
し
た
。Lindsay 

（Berlin

） to Cham
berlain, Apr. 28, 1928, FO

 371/12791/A2907/1/45. 

以
下
も
参
照
。
牧
野
雅
彦
『
ロ
カ
ル
ノ
条
約
　
シ
ュ
ト
レ
ー
ゼ
マ
ン
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
再
建
』（
中
公
叢
書
、
二
〇
一
二
年
）、
一
五
六
―
五
七
頁
。

（
43
）  FRU

S 1928, vol. 1, Stresem
ann to Schurm

an, Apr. 27, 1928, pp. 42 -44.

（
44
）  

“Kellogg Reassures France on Treaty,

” New York Tim
es, Apr. 29, 1928, p. 1.

（
45
）  Cham

berlain to Ida Cham
berlain, Apr. 30, 1928, Cham

berlain M
SS, AC 5/1/452.

（
46
）  CC 27 （28

）8, M
ay 4, 1928, CAB 23/57.

（
47
）  

不
戦
条
約
成
立
前
後
に
お
け
る
ホ
ー
ト
ン
駐
英
大
使
の
外
交
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。Jeffrey J. M

atthew
s, A

lanson B. H
oughton: 

A
m
bassador of the N

ew Era （Lanham
, M

D
: SR Books, 2004

）, pp. 187 -220.
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（
48
）  Cham

berlain to H
ow

ard 

（W
ashington

）, M
ay 3, 1928, FO

 371/12791/A2978/1/45; H
oughton 

（London

） to Kellogg, M
ay 3, 

1928, RG
 59, 711.4112 Anti-W

ar/29. 

ホ
ー
ト
ン
の
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
に
対
す
る
圧
力
の
主
眼
が
英
米
関
係
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
は
、
両
者

が
書
き
残
し
た
会
談
記
録
に
明
ら
か
で
あ
る
。
ホ
ー
ト
ン
は
ケ
ロ
ッ
グ
国
務
長
官
へ
の
報
告
の
中
で
、
イ
ギ
リ
ス
帝
国
と
い
う
利
害
よ
り
も
英
米

関
係
と
い
う
大
局
を
優
先
す
べ
き
と
「
大
真
面
目
に
（w

ith great seriousness

）」
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
に
促
し
た
と
す
る
一
方
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン

も
ハ
ワ
ー
ド
駐
米
大
使
に
宛
て
て
、
ホ
ー
ト
ン
か
ら
英
米
関
係
の
重
要
性
を
「
熱
烈
に
（w

ith great earnestness

）」
説
か
れ
た
と
書
き
送
っ

て
い
る
。

（
49
）  M

em
o by W

orthington-Evans, M
ar. 15, 1927, CAB 4/16/782-B; M

inutes of CID
 m

eeting, M
ar. 17, 1927, CAB 2/5/CID

223.

（
50
）  

“The M
enace of Bolshevism

: Lord Birkenhead at Loughborough,

” Tim
es, June 29, 1925, p. 9.

（
51
）  Irw

in to Birkenhead, June 6, 1927, Birkenhead M
SS ﹇British Library, Asian and African Studies

﹈, M
ss Eur D

703/24, f. 115.

（
52
）  M

em
o by Foreign O

ffice, Apr. 5, 1928, CAB 4/17/899-B.

（
53
）  Keith N

eilson, 

“‘Pursued by a Bear

’: British Estim
ates of Soviet M

ilitary Strength and Anglo-Soviet Relations, 1922 -1939,

” 
Canadian Journal of H

istory 28, no. 2 （1993

）, pp. 190 -221; Antony Best, 

“‘We Are V
irtually at W

ar w
ith Russia

’: Britain and 
the Cold W

ar in East Asia, 1923 -40,
” Cold W

ar H
istory 12, no. 2 （2012

）, pp. 205 -25; T. G. O
tte, 

“‘A Very Internecine Policy

’: 
A
nglo-Russian Cold W

ars before the Cold W
ar,

” in Britain in G
lobal Politics, vol. 1, eds. Christopher Baxter, M

ichael L. 
D
ockrill and Keith H

am
ilton （Basingstoke: Palgrave, 2013

）, pp. 17 -49.

（
54
）  Coolidge, 

“Fifth Annual M
essage to the Congress,

” Dec. 6, 1927, A
m
erican Presidency Project, http://w

w
w.presidency.ucsb.

edu/w
s/?pid=29568 ﹇accessed Sep. 11, 2017

﹈.

（
55
）  U. S. Congress, Congressional Record, 70th Cong., 1st sess., M

ar. 13, 1928, vol. 69, pt. 4, pp. 4647 -62; ibid., M
ar. 15, 1928, 

vol. 69, pt. 5, pp. 4836 -46.

（
56
）  

二
八
年
秋
の
大
統
領
選
に
関
連
し
て
ア
メ
リ
カ
世
論
の
対
英
イ
メ
ー
ジ
悪
化
を
不
安
視
す
る
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
外
相
の
様
子
に
つ
い
て
は
、
以
下

を
参
照
。DBFP 1A/4/261, Cham

berlain to H
ow

ard （W
ashington

）, Jan. 23, 1928; ibid. 1A/4/280, Cham
berlain to Tilley （Tokyo

）, 
Feb. 24, 1928. 

同
時
期
の
イ
ギ
リ
ス
政
府
内
に
見
ら
れ
る
類
似
の
不
安
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。D

BFP 1A/4/229, 

“Report of the 
Cabinet Com

m
ittee on Policy for Reduction and Lim

itation of Arm
am

ents,

” Nov. 23, 1927.

（
57
）  

ア
メ
リ
カ
で
は
二
二
年
三
月
よ
り
、
国
務
省
が
民
間
金
融
業
者
の
対
外
貸
付
を
政
策
的
観
点
か
ら
審
査
し
、
そ
の
是
非
に
関
す
る
意
見
を
述
べ
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る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
た
だ
し
国
務
省
は
法
律
に
よ
っ
て
審
査
の
権
限
を
与
え
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
時
の
ハ
ー
デ
ィ
ン
グ

（W
arren G. H

arding

）
政
権
と
モ
ル
ガ
ン
商
会
ら
投
資
銀
行
の
自
発
的
協
力
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
慣
行
で
あ
っ
た
。
以
下
を
参
照
。H

erbert 
Feis, The D

iplom
acy of the D

ollar: First Era, 1919 -1932 （1950; repr., H
am

den, CT: Archon, 1965

）, pp. 10 -14, 18 -38; M
ichael 

J. H
ogan, Inform

al Entente: The Private Structure of C
ooperation in A

nglo-A
m
erican Econom

ic D
iplom

acy, 1918 -1928 
（Chicago: Im

print, 1991

）, pp. 78 -104; M
elvyn P. Leffler, The Elusive Q

uest: A
m
erica

’s Pursuit of European Stability and 
French Security, 1919 -1933 （Chapel H

ill: U
niversity of N

orth Carolina Press, 1979

）, pp. 58 -64.

（
58
）  

た
と
え
ば
以
下
を
参
照
。Treasury to Foreign O

ffice, Sep. 30, 1926, FO
 371/11330/C10535/10060/18; m

em
o by Sargent, O

ct. 
9, 1926, FO

 371/11331/C
10930/10060/18; C

ham
berlain to G

raham
e 

（Brussels

）, A
pr. 12, 1928, C

ham
berlain M

SS, AC 
50/442; Churchill to Baldw

in, Sep. 26, 1928, Baldw
in M

SS ﹇Cam
bridge U

niversity Library, Cam
bridge, U

K

﹈, SB 115, ff. 316 -
20.

（
59
）  

こ
の
と
き
イ
ギ
リ
ス
は
戦
争
放
棄
と
帝
国
防
衛
の
両
立
可
能
性
に
つ
い
て
ア
メ
リ
カ
か
ら
言
質
を
得
ら
れ
ぬ
ま
ま
、
ア
メ
リ
カ
の
明
示
的
な
圧

力
を
き
っ
か
け
と
し
て
不
戦
条
約
に
調
印
す
る
道
を
選
ん
だ
わ
け
だ
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
帝
国
に
生
じ
う
る
損
失
を
抑
え
る
努
力
も
忘
れ
て
は
い

な
か
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
政
府
が
五
月
一
九
日
に
発
し
た
対
米
通
告
の
第
一
〇
段
落
で
は
、
以
下
の
よ
う
に
宣
言
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。「
世
界

に
は
そ
の
福
利
お
よ
び
領
土
保
全
が
わ
が
国
の
平
和
と
安
全
に
と
っ
て
特
別
か
つ
死
活
的
な
利
益
に
相
当
す
る
特
定
の
地
域
が
存
在
す
る
。
…
…

イ
ギ
リ
ス
政
府
に
よ
る
新
条
約
の
受
諾
は
、
こ
う
し
た
観
点
に
立
つ
行
動
の
自
由
が
損
な
わ
れ
な
い
と
の
条
件
に
基
づ
く
こ
と
に
留
意
さ
れ
た

い
」。
“Correspondence w

ith the U
nited States Am

bassador respecting the U
nited States Proposal for the Renunciation of W

ar,

”  
Cm

d. 3109. 

五
月
九
日
の
閣
議
決
定
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。CC 28 （28

）2, M
ay 9, 1928, CAB 23/57.

〔
付
記
〕
本
稿
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
（「
特
別
研
究
員
奨
励
費
」
課
題
番
号16J01838

）
の
助
成
を
受
け
た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
ま
た
本

稿
は
日
本
国
際
政
治
学
会
二
〇
一
七
年
度
研
究
大
会
（
分
科
会
Ｅ
―
２
）
に
お
け
る
報
告
を
基
に
し
て
い
る
。
コ
メ
ン
ト
を
寄
せ
て
く
だ
さ
っ
た

皆
様
に
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。
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藤
山
　
一
樹
（
ふ
じ
や
ま
　
か
ず
き
）

所
属
・
現
職
　
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
（
Ｐ
Ｄ
）

最
終
学
歴
　
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程
修
了
。
博
士
（
法
学
）

所
属
学
会
　
　
日
本
国
際
政
治
学
会

専
攻
領
域
　
　
イ
ギ
リ
ス
外
交
史
、
国
際
政
治
学

主
要
著
作
　
　 「
連
合
国
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
占
領
を
め
ぐ
る
イ
ギ
リ
ス
外
交
、
一
九
二
四
―
一
九
二
七

年
」『
法
学
政
治
学
論
究
』
第
一
〇
九
号
（
二
〇
一
六
年
）


